
( 1 )法曹養成制度の長期化と多様化

法
曹
養
成
制
度
の
長
期
化
と
多
様
化

-
　
比
較
法
的
考
察
　
-

は
し
-
r
に

川
　
社
会
の
複
雑
化
と
多
様
化
に
伴
い
、
こ
れ
を
規
律
す
る
法
の

担
い
手
で
あ
る
法
曹
の
養
成
も
'
長
期
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
わ
が

く
に
で
は
、
二
〇
〇
四
年
四
月
に
'
法
科
大
学
院
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。

四
年
間
の
大
学
法
学
部
に
加
え
て
、
大
学
院
レ
ベ
ル
で
の
二
年
な
い

し
三
年
の
教
育
が
開
始
さ
れ
た
。
当
面
、
司
法
研
修
制
度
も
存
続
す

る
か
ら
へ
世
界
に
も
例
を
み
な
い
三
段
階
の
法
曹
養
成
制
度
と
な
っ

(
-
)

た
の
で
あ
る
。

専
門
職
大
学
院
は
、
法
律
の
分
野
だ
け
を
対
象
と
し
て
設
置
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
く
へ
　
は
か
の
分
野
で
も
、
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
や
知

的
財
産
の
専
門
職
大
学
院
が
設
置
さ
れ
始
め
た
　
(
法
科
大
学
院
が
六

八
校
に
対
し
て
'
二
〇
〇
四
年
半
ば
で
二
五
校
)
。
医
学
部
は
t
　
も

・
"

iiiiiiiiiT

/

野
　
　
秀
　
　
誠

と
も
と
学
部
に
お
い
て
六
年
間
の
教
育
を
行
っ
て
お
り
(
か
つ
て
の

医
学
進
学
課
程
を
含
む
)
、
二
〇
〇
六
年
か
ら
は
、
薬
学
部
に
お
い

て
も
四
年
か
ら
六
年
へ
の
修
学
期
間
の
延
長
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。

工
学
部
で
も
、
技
術
の
発
展
が
早
い
こ
と
か
ら
'
従
来
か
ら
四
年
の

大
学
教
育
で
は
不
十
分
で
あ
り
'
大
学
院
の
修
士
課
程
へ
の
進
学
が

多
く
へ
　
そ
の
結
合
が
必
要
と
い
わ
れ
て
き
た
。

実
務
の
修
得
の
た
め
の
勉
学
は
'
一
面
で
、
従
来
の
大
学
教
育
の

不
十
分
な
部
分
を
補
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
不
足
は
部
分
的
に
'
従

来
は
企
業
内
の
O
^
H
　
(
実
地
訓
練
)
　
に
よ
っ
て
も
補
わ
れ
て
き
た

の
で
あ
る
が
'
一
九
九
〇
年
代
の
長
期
の
不
況
を
経
て
企
業
の
体
力

が
消
耗
し
た
こ
と
へ
　
O
J
T
の
み
で
は
限
界
が
あ
り
へ
大
学
院
の
教

育
に
お
い
て
理
論
的
へ
体
系
的
に
学
ぶ
必
要
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

他
面
で
は
'
社
会
経
験
豊
か
な
社
会
人
を
教
育
プ
ロ
セ
ス
に
呼
び
戻
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す
た
め
に
へ
　
大
学
院
レ
ベ
ル
で
の
資
格
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
も
よ

る
。し

か
し
'
新
た
な
教
育
に
お
い
て
は
へ
　
た
ん
に
時
間
的
に
長
期
で

あ
り
、
内
容
的
に
豊
富
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
多
様
な
学
生
に
対
し
、
多
様
な
内
容
を
多
様
な
方
法
に

よ
っ
て
付
与
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
内
容
上
の
多
様
さ
と
高
度

さ
や
工
夫
は
'
す
で
に
注
目
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

本
稿
は
'
む
し
ろ
方
法
上
の
多
様
さ
に
注
目
し
た
検
討
を
試
み
る
も

の
で
あ
る
。
か
ね
て
か
ら
ド
イ
ツ
で
試
み
ら
れ
て
い
る
経
済
専
修
型

の
コ
ー
ス
と
の
結
合
へ
社
会
人
の
取
り
込
み
に
必
要
な
対
応
や
、
実

務
指
向
型
教
育
に
見
合
っ
た
新
た
な
方
法
で
あ
る
実
習
や
T
A
t
 
R

A

、

イ

ン

タ

ー

ン

シ

ッ

プ

へ

エ

ッ

ク

ス

タ

ー

ン

シ

ッ

プ

へ

　

マ

イ

ス

タ
ー
的
手
法
の
活
用
な
ど
で
あ
る
。

脚
　
実
務
志
向
型
教
育
の
典
型
は
、
わ
が
-
に
で
は
'
か
ね
て
か

ら
医
学
教
育
に
み
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
へ
　
そ
れ
は
、
第
二
次
大
戦
ま

で
の
ド
イ
ツ
型
と
そ
れ
以
後
の
ア
メ
-
カ
型
に
分
け
ら
れ
る
。
ド
イ

ツ
型
は
'
臨
床
実
習
よ
り
も
講
義
を
重
視
す
る
。
戦
後
は
、
ア
メ
リ

カ
型
が
導
入
さ
れ
、
臨
床
実
習
を
重
視
し
て
'
医
師
養
成
と
し
て
の

性
格
を
明
確
に
し
た
が
へ
　
そ
の
場
合
で
も
'
研
修
先
は
ほ
ぼ
付
属
の

大
学
病
院
に
限
ら
れ
た
。
臨
床
教
育
も
行
わ
れ
た
が
'
講
義
の
優
位

は
く
ず
れ
ず
、
臨
床
課
程
を
基
本
的
に
病
棟
実
習
で
行
う
ア
メ
-
カ

の
よ
う
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
高
度
技
術
を
早
-
全
国
的
に
移
植

す
る
と
い
う
明
治
以
来
の
伝
統
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
へ
　
二

〇
〇
四
年
の
改
革
ま
で
'
大
学
の
卒
業
後
も
'
医
師
の
多
く
が
無
給

の
研
修
医
と
し
て
医
学
博
士
号
の
取
得
を
目
標
に
し
て
出
発
す
る
な

ど
へ
　
研
究
を
至
上
の
も
の
と
し
て
き
た
。
地
域
や
僻
地
医
療
な
ど
よ

り
も
、
新
人
医
師
の
大
学
病
院
や
大
病
院
志
向
へ
　
先
端
医
学
に
対
す

る
志
向
は
強
い
。

医
学
史
で
は
'
中
世
の
文
献
医
学
　
(
l
i
b
r
a
r
y
 
m
e
d
i
c
i
n
e
)
へ
　
十

六
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
の
ラ
イ
デ
ン
を
中
心
と
す
る
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド

医
学
　
(
b
e
d
s
i
d
e
m
e
d
i
c
i
n
e
)
へ
　
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
へ
　
イ
ギ
-

ス
の
病
院
医
学
(
h
o
s
p
i
t
a
-
ヨ
e
d
i
c
i
n
e
)
へ
十
九
世
紀
後
半
以
降
の

ド
イ
ツ
の
研
究
室
医
学
　
(
l
a
b
o
r
a
t
o
r
y
 
m
e
d
i
c
i
n
e
)
　
の
変
遷
が
あ

(
2
)

る
と
さ
れ
る
。
ア
メ
-
カ
型
医
学
の
導
入
は
、
現
象
的
に
は
'
十
九

世
紀
の
イ
ギ
-
ス
型
の
病
院
医
学
の
復
権
で
も
あ
る
。
た
だ
し
、
十

九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
の
研
究
室
医
学
に
は
'
新
た
な
知
識
の

広
範
か
つ
急
速
な
普
及
や
高
度
な
治
療
方
法
の
進
展
に
対
し
て
大
き

な
意
義
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
へ
　
こ
の
よ
う
な
背
景
を
抜
き
に
し
て
へ

い
ち
が
い
に
優
劣
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

に
必
要
な
技
術
と
水
準
が
適
合
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

2
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こ
で
、
現
在
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
へ
　
た
ん
に
'
ど
れ
に
よ
る
べ

き
か
と
い
う
観
点
で
は
な
-
'
両
者
の
統
合
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

実
務
型
教
育
が
早
-
か
ら
導
入
さ
れ
た
医
学
教
育
は
'
ほ
か
の
分

野
に
と
っ
て
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
構
想

に
お
い
て
も
う
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
た
。
本
稿
で
も
'
比
較
の
う
え

で
参
考
と
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

=
　
ド
イ
ツ
の
法
曹
養
成
制
度
改
革

川
　
二
〇
〇
二
年
に
も
　
ド
イ
ツ
で
は
'
法
曹
養
成
制
度
の
理
念
を

か
な
り
大
幅
に
転
換
す
る
改
革
が
行
わ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
へ

姐
s
>
:

す
で
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
'
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

こ
の
改
正
に
つ
い
て
の
評
価
は
分
か
れ
る
。
法
曹
養
成
の
革
命
的
変

更
と
す
る
見
解
と
、
た
ん
な
る
技
術
的
改
革
　
(
t
e
c
h
n
o
k
r
a
t
i
s
c
h
e

:
g
四

R
e
f
o
r
m
)
　
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
改
革
か
ら
日
の
浅

い
今
日
へ
　
そ
の
評
価
は
へ
　
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
。
Ⅱ
で
は
'
こ
れ

に
対
応
し
た
　
(
一
部
先
取
り
し
た
)
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
大
学
の

(
5
)

新
た
な
教
育
課
程
と
方
法
を
参
考
と
し
よ
う
。

㈲
　
二
〇
〇
二
年
改
正
法
は
、
弁
護
士
職
と
法
律
相
談
的
機
能
の

必
要
性
を
強
調
し
た
が
、
同
様
の
観
点
は
'
従
来
も
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
か
ね
て
紹
介
し
た
経
済
専
修
コ
ー
ス
の
専
門
大
学
は
'

法
律
と
経
済
関
係
の
科
目
の
結
合
を
理
念
と
し
て
き
た
し
へ
二
〇
〇

〇
年
八
月
に
開
校
し
た
私
立
の
法
律
専
門
大
学
・
ハ
ン
ブ
ル
ク
の

G
e
r
d
B
u
c
e
r
i
u
s
L
a
w
S
c
h
o
o
l
(
Z
e
i
t
財
団
の
設
立
に
よ
る
)
　
で

も
、
経
済
関
係
の
科
目
を
重
視
し
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
試
み
ら
れ
て

い
る
。
専
門
大
学
で
成
功
し
た
経
済
専
修
コ
ー
ス
は
'
一
般
の
大
学

で
も
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
'
ド
イ
ツ
の
大
学
に
お
け
る
法

曹
養
成
は
、
基
本
的
に
ド
イ
ツ
裁
判
官
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い

る
た
め
に
へ
改
正
法
の
施
行
前
に
は
'
な
お
制
約
が
あ
っ
た
。
専
門

大
学
は
'
ド
イ
ツ
裁
判
官
法
の
適
用
を
う
け
な
い
代
わ
り
に
へ
国
家

試
験
に
よ
る
資
格
の
獲
得
を
目
ざ
さ
な
い
。
そ
の
改
革
が
'
裁
判
官

法
に
よ
る
規
制
の
あ
る
一
般
の
大
学
に
先
ん
じ
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

他
方
で
'
大
学
の
大
半
を
占
め
る
一
般
の
大
学
で
は
'
改
革
を
先
取

り
す
る
動
き
も
あ
っ
た
が
'
そ
の
よ
う
な
改
革
も
限
定
的
な
も
の
と

な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
経
済
関
係
の
教
育
を
法
学
部

の
中
で
一
元
的
に
行
う
こ
と
に
は
制
約
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
.

こ
こ
で
へ
注
目
さ
れ
る
の
は
t
 
l
九
九
八
年
か
ら
検
討
さ
れ
て
き

た
東
ド
イ
ツ
地
域
の
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
大
学
の
学
士
コ
ー
ス
の

-

蝣

」

,

,

導
入
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
の
改
正
を
先
取
り
す
る
側
面
が
包
含
さ

れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
へ
専
門
大
学
で
は
な
く
へ
一
般
の
大

学
法
学
部
の
法
曹
教
育
の
新
た
な
動
向
と
し
て
注
目
さ
れ
る
か
ら
で

3
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も
あ
る
。
大
学
の
法
学
部
に
よ
っ
て
は
'
専
門
大
学
と
同
様
に
国
家

試
験
を
目
ざ
さ
な
い
　
「
経
済
専
修
コ
ー
ス
」
を
お
-
も
の
も
あ
る
が
、

グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
の
新
コ
ー
ス
は
'
い
わ
ば
「
経
済
専
修
コ
ー

ス
」
と
一
般
の
法
学
コ
ー
ス
の
融
合
形
態
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

法
学
教
育
に
お
け
る
一
般
的
な
動
向
と
し
て
は
う
学
士
と
修
士
の

1
質
し
た
継
続
教
育
　
(
k
o
n
s
e
k
u
t
i
v
e
 
S
t
u
d
i
e
n
g
a
n
g
e
 
i
n
 
e
i
n
-

e
m
 
B
a
c
h
e
l
o
r
 
u
n
d
 
M
a
s
t
e
r
p
r
o
g
r
a
m
m
)
　
の
必
要
性
が
主
張

さ
れ
'
一
九
九
九
年
六
月
一
九
日
の
ボ
ロ
ー
ニ
ァ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
教

育
大
臣
会
議
の
共
同
軍
言
(
G
e
m
e
i
n
s
a
m
e
E
r
k
l
a
r
u
n
g
d
e
r
E
u
-

(
7
)

r
o
p
a
i
s
c
h
e
n
B
i
l
d
u
n
g
s
m
i
n
i
s
t
e
r
)
　
も
'
こ
れ
を
表
明
し
た
。
ま

た
、
一
九
九
八
年
に
「
ド
イ
ツ
学
術
の
た
め
の
寄
付
者
連
盟
」
(
S
t
i
f
-

t
e
r
v
e
r
b
a
n
d
 
f
u
r
 
d
i
e
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 
W
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
)
　
は
'
改
革

の
た
め
の
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
公
募
を
行
い
、
一
九
九
九
年
に
、
グ

ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
大
学
の
法
学
部
は
へ
　
こ
の
寄
附
者
連
盟
か
ら
、

新
た
な
学
士
課
程
　
(
B
a
c
h
e
-
o
r
 
o
f
 
L
a
w
s
)
　
の
導
入
と
'
教
育
に

お
け
る
実
績
志
向
型
モ
デ
ル
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
た
め
に
五
〇
万
D
M

蝣

a

,

j

(
二
五
万
ユ
ー
ロ
)
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
的
は
'
法
学
教
育
に
s
o
f
t
s
k
i
l
l
s
(
後
述
)
　
と

経
済
学
の
基
礎
と
を
有
機
的
に
結
合
し
た
課
程
の
実
現
で
あ
る
。

も
っ
と
も
ヘ
　
ブ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
大
学
の
法
学
部
は
'
わ
ず
か
一

四
講
座
を
有
す
る
だ
け
な
の
で
　
(
こ
れ
に
寄
付
講
座
が
一
つ
プ
ラ
ス

さ
れ
る
)
へ
有
機
的
に
結
合
し
た
コ
ー
ス
で
あ
る
_
u
'
m
(
B
a
c
h
e
-

l
o
r
 
o
f
 
L
a
w
s
)
　
の
た
め
の
独
自
の
コ
ー
ス
を
提
供
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
へ
一
九
九
八
/
一
九
九
九
年
に
は
、
国
家
試

験
の
た
め
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
改
編
が
行
わ
れ
へ
　
こ
れ
に
よ
っ
て
へ

j
j
 
m
コ
ー
ス
も
同
時
に
取
得
可
能
な
も
の
と
す
る
修
正
が
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
新
た
な
コ
ー
ス
は
、
新
た
な
修
士
の
コ
ー
ス
や
国

家
試
験
を
予
定
す
る
法
律
学
の
コ
ー
ス
に
も
'
ま
た
経
営
学
の
卒
業

(
9
)

試
験
に
も
適
合
す
る
よ
う
に
計
画
さ
れ
た
。

そ
し
て
へ
各
コ
ー
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
単
位
互
換
制
度
(
E
C
づ
S
.

E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
r
e
d
i
t
 
T
r
a
n
s
f
e
r
 
S
y
s
t
e
m
)
　
に
よ
る
互
換
性
の
あ

る
単
位
制
度
　
(
L
e
i
s
t
u
n
g
s
p
u
n
k
t
s
y
s
t
e
m
)
　
に
よ
り
構
築
さ
れ
た

の
で
あ
る
　
(
共
通
資
格
の
獲
得
)
0

㈱
　
j
j
 
m
コ
ー
ス
は
'
六
学
期
を
超
え
る
も
の
と
さ
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
内
容
は
'
従
来
の
法
律
コ
ー
ス
と
は
か
な
り
異
な
り
へ

部
分
的
に
は
、
二
〇
〇
二
年
の
法
曹
養
成
改
革
法
を
先
取
り
し
た
と

も
い
え
る
内
容
を
含
ん
で
い
た
。

第
l
に
'
講
義
の
六
分
の
l
は
t
 
s
o
f
t
s
k
i
l
l
s
と
い
わ
れ
る
実
用

的
科
目
が
占
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
レ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
　
(
3
　
S
W
S
.
S
e
m
e
s
t
e
r
w
o
c
h
e
n
s
t
u
n
d
e
n
.
三
コ
マ
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で
あ
る
。
一
s
W
s
で
五
〇
時
間
の
講
義
を
行
う
。
こ
れ
を
換
算
す

る
と
へ
　
日
本
の
よ
う
に
二
時
間
講
義
と
す
る
と
二
五
回
分
で
'
お
よ

(
2
)

そ
一
コ
マ
と
な
る
)
へ
文
献
考
証
(
T
e
x
t
k
r
i
t
i
k
)
、
学
問
的
作
業
の

技
術
　
(
三
w
^
o
o
)
へ
　
英
語
の
集
中
講
義
で
あ
る
。
講
義
の
な
い
期

間
に
は
四
週
間
の
集
中
コ
ー
ス
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
、
二
学
期
以
上
、

専
門
用
語
に
よ
る
英
米
法
域
の
法
律
的
内
容
の
講
義
が
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。

第
二
に
'
講
義
の
六
分
の
一
は
、
経
済
学
を
対
象
と
し
た
。
経
営

学
　
(
三
〇
〇
|
S
G
O
)
、
国
民
経
済
学
　
(
三
c
n
-
g
o
o
)
　
を
必
修
導
入
科
目

と
し
て
　
そ
の
他
は
選
択
に
よ
っ
た
。
経
営
学
を
主
体
と
し
へ
経
営
へ

会
計
と
財
政
学
が
行
わ
れ
た
。
選
択
科
目
に
は
'
環
境
経
済
へ
障
生

経
済
へ
　
厚
生
管
理
　
(
G
e
s
u
n
d
h
e
i
t
s
m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
)
、
市
況
と
成

長
　
(
K
o
n
j
u
ロ
k
t
u
r
 
u
n
d
 
W
a
c
h
s
t
u
m
)
へ
　
金
銭
と
銀
行
　
(
G
e
一
d

u
n
d
 
B
a
n
k
e
n
)
　
な
ど
が
あ
っ
た
o
　
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
-
大
学
の

法
学
部
は
、
経
営
学
　
(
D
i
p
-
o
m
k
a
u
f
m
a
n
n
)
　
の
講
座
を
包
含
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
科
目
の
提
供
が
可
能
で
あ
っ
た
。

第
三
は
'
法
律
科
目
で
あ
る
。
そ
の
中
心
は
'
私
法
へ
公
法
と
刑

法
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
家
試
験
を
目
ざ
す
通
常
の
法
律
コ
ー
ス
と

共
通
す
る
。
し
か
し
'
同
時
に
、
基
礎
科
目
(
法
史
、
法
哲
学
へ
法

社
会
学
)
お
よ
び
政
治
学
へ
訴
訟
法
も
重
視
さ
れ
た
。
法
史
へ
法
哲

学
お
よ
び
法
社
会
学
は
、
蝣
-
3
蝣
-
3
　
m
コ
ー
ス
の
学
生
に
は
必
修
と
さ

れ
た
。
さ
ら
に
、
隣
接
科
目
と
結
合
さ
れ
た
法
律
学
の
選
択
科
目
が

あ
っ
た
　
(
税
法
と
会
計
学
へ
　
競
争
法
と
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
な
ど
)
。

j
j
 
m
コ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
民
法
の
配
分
時
問
は
'
国
家
試
験

コ
ー
ス
と
同
一
で
あ
っ
た
　
(
R
e
p
e
t
i
t
o
n
u
m
な
ど
の
試
験
準
備
科

目
を
除
く
)
。
し
か
し
、
刑
法
の
そ
れ
で
は
三
分
の
二
、
公
法
で
は

三
三
分
の
二
三
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
法
律
コ
ー
ス
の
学
生
に
は
自
由

な
選
択
可
能
性
が
あ
る
が
、
j
j
 
p
q
コ
ー
ス
の
学
生
に
は
選
択
は

制
限
さ
れ
'
基
本
的
に
'
経
済
関
係
科
目
の
み
が
可
能
と
さ
れ
た

(
六
o
T
^
C
/
}
)
。
た
と
え
ば
へ
商
法
へ
会
社
法
、
競
争
と
独
占
法
へ
労

(:=)

働
法
、
税
法
へ
行
政
法
へ
国
際
私
法
へ
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
で
あ
る
。

㈲
　
試
験
も
へ
　
こ
の
コ
ー
ス
の
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
。
上
述
の

H
O
h
w
で
は
'
講
義
は
試
験
で
修
了
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

個
別
の
科
目
の
評
価
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
が
あ
る
が
　
(
た
と
え
ば
へ

家
で
の
課
題
作
成
=
H
a
u
s
a
r
b
e
i
t
や
口
述
試
験
が
課
せ
ら
れ
る
場

合
が
あ
る
)
へ
　
総
合
成
績
は
'
個
別
の
成
績
が
合
計
さ
れ
、
つ
ぎ
の

配
点
に
従
っ
て
評
価
さ
れ
る
。

L
L
.
B
.
 
-
A
r
b
e
i
t
　
2
^
　
(
論
文
作
成
)

経
済
学
関
係
科
目
　
1
 
5
%

5



一橋論叢　第133巻　第1号　平成17年(2005年) 1月号(6)

一
般
科
目

民
法

刑
法

公
法

選
択
法
律
科
目

5　15 10　30 15

%　%　%　%

二
〇
〇
一
二
年
三
月
七
日
に
t
 
j
j
 
m
コ
ー
ス
は
'
ハ
ノ
ー
バ
ー

の
評
価
機
構
　
(
Z
E
v
A
,
Z
e
n
t
r
a
l
e
r
 
E
v
a
l
u
a
t
i
o
n
s
-
u
n
d
 
A
k
-

k
r
e
d
i
t
i
e
r
u
n
g
s
a
g
e
n
t
u
r
 
H
a
n
n
o
v
e
r
)
　
の
肯
定
的
評
価
を
え
た

(
D
i
e
 
S
c
h
w
e
r
p
u
n
k
t
s
e
t
z
u
ロ
g
 
i
m
 
G
e
s
a
m
t
p
r
o
g
r
a
m
m
 
e
r
-

s
c
h
e
i
n
t
 
a
l
s
 
g
e
l
u
n
g
e
n
.
)
c
　
ち
な
み
に
へ
　
大
学
基
本
法
　
(
H
o
-

c
h
s
c
h
u
】
e
r
a
h
m
e
n
g
e
s
e
t
z
)
　
の
一
九
九
八
年
改
正
に
よ
っ
て
、
大

学
や
学
部
の
設
置
時
の
評
価
義
務
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
へ
　
こ
の

評
価
機
構
は
、
一
九
九
九
年
に
発
足
し
て
い
た
。

二
〇
〇
〇
年
九
月
一
八
日
に
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
・
フ
ォ
ー
ボ
ン

メ
ル
ン
州
の
教
育
研
究
文
化
省
に
よ
っ
て
、
こ
の
コ
ー
ス
は
認
可
さ

れ
'
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
大
学
は
'
二
〇
〇
〇
年
/
二
〇
〇
l
年

の
冬
学
期
に
、
こ
の
j
j
 
m
コ
ー
ス
を
導
入
し
た
。
二
〇
〇
〇
年

7
0
月
の
冬
学
期
に
、
五
二
人
　
(
1
五
人
が
修
了
)
、
二
〇
〇
7
年

夏
学
期
に
は
二
六
人
へ
　
二
〇
〇
l
/
二
〇
〇
二
年
の
冬
学
期
に
は
五

四
人
へ
　
二
〇
〇
二
年
の
夏
学
期
に
は
三
四
人
が
登
録
し
た
。
二
〇
〇

一
一
/
二
〇
〇
一
二
年
の
冬
学
期
に
は
一
五
〇
人
の
志
願
者
が
あ
っ
た

(
六
〇
人
の
定
員
S
t
u
d
i
e
n
p
l
a
t
z
e
n
)
。

な
お
へ
学
生
の
三
分
の
一
は
、
同
時
に
国
家
試
験
の
コ
ー
ス
に
も

登
録
し
、
二
重
の
資
格
を
目
ざ
し
た
。
j
j
 
m
コ
ー
ス
の
六
六
%

は
'
国
家
試
験
コ
ー
ス
と
も
1
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

学
校
外
で
の
実
習
(
P
r
a
k
t
i
k
u
m
)
は
'
合
計
五
一
〇
時
間
(
S
t
u
-

n
d
e
n
,
お
よ
そ
一
〇
〇
〇
^
o
o
)
　
に
達
す
る
　
(
可
能
数
)
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、
相
当
す
る
職
業
訓
練
が
行
わ
れ
へ
　
修
了
後
た
だ
ち
に
就
職

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
に
は
t
 
h
J
J
 
C
D

コ
ー
ス
の
A
s
s
e
s
s
m
e
n
T
C
e
n
t
e
r
が
結
成
さ
れ
へ
　
銀
行
へ
　
税
務
へ

経
済
界
と
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
こ
の
コ
ー
ス
に
は
保
険
業

界
も
関
心
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
修
了
者
は
'
三
年
経
過
後

は
'
た
だ
ち
に
就
職
す
る
か
'
修
士
の
発
展
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
継
続
す

る
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
O
　
二
〇
〇
二
年
l
〇
月
に
は
、
修

士
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
　
「
税
務
と
経
済
」
お
よ
び
「
比
較
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
法
」
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
た
、
修
了
者
は
、
国
家
試
験
を
目
ざ
す

こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
'
国
家
試
験
受
験
資
格
に
不
足
し

(
2
)

て
い
る
約
二
〇
s
W
s
を
取
得
す
る
の
で
あ
る
。

㈲
一
一
〇
〇
二
年
の
法
曹
養
成
制
度
の
改
正
は
'
弁
護
士
養
成
を

6
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主
体
と
し
た
改
革
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
法
学
部
の
卒
業
生
の
大
半

が
'
定
員
の
あ
る
法
曹
(
裁
判
官
と
検
察
官
)
　
と
は
な
ら
な
い
こ
と

を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
へ
弁
護
士
養
成
を
主
眼
と
す
る

点
に
も
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
過
剰
か
ら
'
も
は
や
弁

護
士
も
必
ず
し
も
魅
力
の
あ
る
就
職
先
と
は
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。1

般
企
業
に
就
職
す
る
大
多
数
の
者
に
と
っ
て
'
二
回
の
国
家
試

験
は
'
も
は
や
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
次
元
で

は
'
法
曹
専
門
職
に
は
学
士
・
修
士
の
継
続
教
育
が
主
流
に
な
り
つ

つ
あ
る
し
、
結
果
的
に
は
大
学
の
在
学
期
間
の
短
縮
や
適
合
し
た
勉

学
の
発
見
　
(
不
適
合
な
場
合
の
脱
落
の
防
止
)
　
に
も
つ
な
が
っ
て
い

る
。
そ
し
て
へ
　
二
〇
〇
二
年
の
法
改
正
も
、
j
j
 
m
コ
ー
ス
の
よ

う
な
自
由
化
を
相
当
程
度
可
能
と
し
へ
　
言
語
教
育
、
s
o
f
t
s
k
i
l
l
s
に

関
す
る
非
法
律
科
目
を
も
必
修
と
し
た
。
し
か
し
'
経
済
志
向
の
科

目
配
置
が
不
可
欠
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
学
に
よ
る
選
択
的

な
重
点
科
目
の
配
置
を
可
能
と
し
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
へ

重
点
科
目
の
配
点
が
三
〇
%
程
度
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、
グ
ラ
イ

フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
の
コ
ー
ス
に
お
い
て
も
も
　
な
お
時
間
(
二
〇
s
W

s
)
が
不
足
す
る
　
(
ち
な
み
に
へ
　
二
〇
〇
二
年
法
で
も
'
重
点
試
験

の
導
入
は
'
第
一
次
試
験
の
三
〇
%
に
つ
き
行
わ
れ
る
に
と
ど
ま

る
)
。
そ
こ
で
へ
　
将
来
へ
　
j
j
 
p
q
コ
ー
ス
を
一
般
の
コ
ー
ス
に
組

み
込
む
に
は
'
必
修
科
目
を
民
法
・
刑
法
・
公
法
の
中
心
科
目
と
結

合
す
る
よ
う
な
い
っ
そ
う
の
短
縮
が
必
要
と
な
る
。

〓
　
二
十
世
紀
後
半
か
ら
の
大
学
教
育
の
変
質

川
　
ド
イ
ツ
を
例
に
、
二
十
世
紀
の
大
学
、
と
-
に
法
学
教
育
を

概
観
す
る
と
へ
　
戦
後
の
大
学
進
学
率
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き

た
。
大
学
に
お
い
て
初
め
て
勉
強
を
始
め
た
者
　
(
S
t
u
d
i
e
n
a
n
f
a
n
-

g
e
r
)
　
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
わ
ず
か
に
二
～
三
万
人
へ
一
九
六
〇

年
代
半
ば
ま
で
五
万
人
前
後
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
七
〇
年
代
に

は
二
〇
万
人
へ
と
爆
発
的
に
増
加
し
'
1
九
八
〇
年
代
に
は
恒
常
的

に
二
〇
数
万
人
規
模
と
な
り
へ
一
九
九
〇
年
に
は
三
〇
万
人
台
に
い

た
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
/
〇
二
年
の
冬
学
期
に
は
、
学
生
総
数
で

一
八
六
万
八
二
二
九
人
で
あ
る
。
法
学
部
の
み
の
学
生
は
、
総
数
で

一
〇
万
〇
〇
一
三
人
で
あ
っ
た
　
(
二
〇
〇
二
/
〇
三
年
の
冬
学
期
に

は
'
総
数
で
一
九
三
万
〇
九
二
三
人
)
0

こ
れ
ら
の
数
字
は
'
十
九
世
紀
ま
で
の
そ
れ
に
比
較
す
る
と
、
き

わ
め
て
大
き
い
　
(
-
)
　
十
八
世
紀
の
末
に
は
'
人
口
が
二
〇
〇
〇

万
人
の
当
時
へ
七
〇
〇
〇
人
の
学
生
が
い
た
に
す
ぎ
な
い
　
(
そ
の
う

ち
法
学
部
の
学
生
は
二
〇
〇
〇
～
三
〇
〇
〇
人
)
　
が
、
(
‥
n
)
　
l
八
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19世糸己の大学学生数
Mitchel, European Historical Statistics 1750- 1975, 1980年、および

その翻訳(2版) 808　頁　-810頁参照。

」 、 18 8 0 18 9 0 1 90 0 19 1 0 1 92 0 ☆ 19 3 0 19 40 19 50

ドイツ ○ 2 1 4 3 2 * 28 3 5 9 * 4 79 8 6 7 0 1 83 1 19 4 1 2 1 27 7 4 2 4 97 0 2 11 68 9 6

フ ラ ン ス △ 19 8 2 1 2 9 90 1 4 1 1 90 49 9 3 1 78 6 74 7 64 8 5 13 95 9 3

イ ギ リ ス 58 9 5 2 6 2 3 1 2 4 40 34 10 20 12

☆イギリスは1922年

ゥ 19 5 0 19 6 0 19 7 0 19 7 5

ドイツ (⊃ 1 16 8 9 6 2 12 0 2 1 4 11 5 20 6 7 59 4 6

フ ラ ン ス △ 13 9 5 9 3 2 10 9 0 0 6 5 1 3 68 8 0 6 26 8

イ ギ リ ス 10 2 0 1 2 12 5 5 3 0 2 5 0 4 94 2 8 6 26 7

1950年以降は、東ドイツを含まない(60年代から、
ほぼ10-15万人規模である)0

五
〇
年
に
は
、
三
五
三
〇
万
人
の
人
口
に

対
し
'
一
万
一
一
二
二
〇
人
の
学
生
が
い
た

(
法
学
部
の
学
生
は
四
三
九
一
人
)
。
つ
い

で
へ
　
(
…
皿
)
　
l
八
九
〇
年
に
は
'
四
九
二

〇
万
人
の
人
口
に
対
し
'
学
生
は
二
万
八

八
八
三
人
　
(
法
学
部
の
学
生
は
六
六
八
七

人
)
。
さ
ら
に
'
C
f
c
)
一
九
三
〇
年
に
は
'

六
五
一
〇
万
人
の
人
口
に
対
し
'
学
生
は

九
万
九
五
七
七
人
　
(
法
学
部
の
学
生
は
二

万
二
〇
六
〇
人
)
　
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
へ

(
Ⅴ
)
一
九
六
三
～
六
四
年
の
冬
学
期
に

は
'
(
西
)
　
ド
イ
ツ
に
一
万
九
〇
〇
〇
人

(
2
)

の
法
学
部
の
学
生
が
い
た
。
こ
れ
を
'
人

口
に
対
す
る
法
学
の
学
生
の
割
合
で
計
算

す
る
と
へ
　
(
i
)
一
万
人
に
一
人
へ
　
(
H
n
)

八
〇
〇
〇
人
に
l
人
、
(
…
皿
)
　
七
三
五
七

人
に
一
人
へ
　
(
.
&
)
　
二
九
五
一
人
に
一
人
へ

(
Ⅴ
)
　
も
ほ
ぼ
同
数
、
と
な
る
。

ま
た
へ
戦
後
の
一
九
五
二
年
の
入
学
者

数
二
八
二
九
人
を
　
(
卒
業
ま
で
ほ
ぼ
五
年

♂
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大学において勉強し始めた者の数(ドイツ)

19 5 2 19 5 6 19 6 1 19 6 6 19 70 19 77 19 8 0 19 8 3 1 98 8

全 体 2 4 18 9 3 5 89 0 4 7 0 0 1 57 00 0 6 15 62 2 1 20 0 0 22 0 8 0 0 2 3 2 5 52 2 46 2 4 9

法 … 2 82 9 5 57 3 3 8 98 6 66 9 5 8 8 1 1 12 3 5 14 4 4 6 1 5 50 0 12 5 1 1

(Studienanf云ngerの数O　ほぼ1学年の数であるから、全体の数は、これに在学年数をか
けたものとなる。在学年数も、当初の4年から、しだいに6年近くまで延びた1990年代
には、その短縮が図られるようになった)O

入学者総数
2001/02　年は29万0530人
2002/03年は29万9042人

法学部の入学者数
2000/01年は1万7742人

(総数で、 10万2889人)
2001/02　年は1万8385人

(総数で、 10万0013人)

y J

▼

畦

52　56　61　66　70　77　　　　83　88

250, 000

200, 000

150, 000

100, 000

50, 000

0

間
か
か
る
と
し
て
学
生
の
総
数
を
推
定
す
る
た
め
に
)
　
五
倍
し
て
も
'

一
万
四
一
四
五
人
に
す
ぎ
な
い
か
ら
へ
一
九
三
〇
年
の
法
学
部
の
学

生
数
二
万
二
〇
六
〇
人
に
比
し
て
そ
う
増
加
し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
　
(
減
少
分
は
'
お
も
に
東
ド
イ
ツ
地
域
の
大
学
の
統
計
が
は
ず
れ

た
た
め
で
あ
る
。
ほ
ぼ
人
口
比
で
二
五
%
を
附
加
し
て
も
'
一
万
七

六
八
l
人
に
す
ぎ
な
い
)
。
二
〇
〇
一
年
の
数
字
で
は
'
人
口
お
よ

そ
八
〇
〇
〇
万
人
に
対
し
'
法
学
部
の
入
学
者
数
は
一
万
七
七
四
二

人
で
あ
る
。
少
な
-
と
も
法
学
部
に
つ
い
て
は
へ
大
学
進
学
率
の
上

昇
は
、
頭
打
ち
と
い
え
る
。
卒
業
後
の
就
職
難
か
ら
'
あ
ま
り
魅
力

あ
る
分
野
で
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
大
量
進
学
時
代
に
お
い
て
、
量
が
質
を
変
化
さ
せ
る

こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
人
的
・
物
的
資
源
や
設
備
の
不
足
が
叫
ば

れ
て
久
し
-
'
他
方
で
社
会
の
進
展
も
急
速
で
あ
っ
た
。
基
本
的
な

カ
-
キ
ュ
ラ
ム
に
か
な
り
の
進
展
が
あ
っ
た
と
し
て
も
も
　
結
果
と
し

て
質
の
軽
減
化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

㈱
　
も
っ
と
も
へ
規
模
が
適
性
で
あ
る
か
ぎ
り
、
量
的
な
増
加
が

質
の
上
昇
を
も
た
ら
す
こ
と
は
多
い
。
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀

の
初
頭
ま
で
の
増
加
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
へ

二
十
世
紀
の
三
〇
年
代
ま
で
の
大
学
進
学
数
に
は
'
ド
イ
ツ
学
術
の

全
盛
期
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
も
へ
　
こ
の
時
代
に
求
め
ら

9



一橋論叢　第133巻　第1号　平成17年(2005年) 1月号(10)

高等教育をうけている学生数
Eurostate Yearbook 2000, A Statical Eye on Eruope 1998-1998　(ヨーロッパ

統計年鑑) 118頁　(Education across the European Union: statistics and
indicators, 1998, Eurostate),

午 88 89 90 91 92 93 94 95 i'O 97

fIj ツ ○ 1626 1687 1720 2049 2034 2 113 2 148 2 156 2 144 2132

フラ ンス △ 1402 1477 1585 1699 1840 1952 2083 2073 2092 2063

イ ギ リス 1086 1113 1178 1258 1385 1528 1664 1813 1821 1891

日本 □ 2588 2683 3841 3918 3945

ア メ リカ 2767 3055 3539 3065 4359 4486 4305 4279 4262

単位1000人

単位1000人
カ(十10,000,000)

アメリカは、これにプラス10000

:
サ
;
*
;

9796959493929909

人　4,500

4, 000

3, 500

3, 000

2, 500

2, 000

1, 500

1,000

れ
る
学
術
の
水
準
と
教
育
の
シ
ス
テ
ム
が
適
合
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ま
た
へ
　
ど
の
国
に
お
い
て
も
、
第
一
次
大
戦
は
'

長
期
的
に
は
必
ず
し
も
大
学
進
学
者
の
数
を
減
少
さ

せ
な
か
っ
た
が
'
第
二
次
大
戦
は
'
い
ち
じ
る
し
く

減
少
さ
せ
た
。
第
二
次
大
戦
が
文
字
通
り
の
総
力
戦

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
へ
法
律

の
分
野
に
お
い
て
も
、
戦
時
中
の
頭
脳
流
出
の
現
象

(
2
3

が
み
ら
れ
た
。

戦
後
の
進
学
率
の
爆
発
的
増
大
は
'
一
九
五
〇
年

代
に
始
ま
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
と
-
に
六
〇
年

代
が
'
ド
イ
ツ
で
は
七
〇
年
代
が
い
ち
じ
る
し
い
。

一
九
七
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
で
は
'
進
学
率
は
'
六
〇

年
台
の
三
倍
以
上
に
も
達
し
へ
大
学
生
の
数
は
'
一

〇
〇
万
人
を
超
え
た
。
と
-
に
法
学
部
に
つ
い
て
は
へ

九
頁
表
を
参
照
。
し
か
し
、
八
〇
年
代
に
は
頭
打
ち

と
な
り
へ
対
人
口
比
で
は
、
む
し
ろ
停
滞
し
た
。
イ

ギ
-
ス
に
お
け
る
増
加
も
'
六
〇
年
代
に
い
ち
じ
る

し
-
、
八
〇
年
代
ま
で
継
続
的
に
続
い
た
。

㈲
　
ド
イ
ツ
の
大
学
進
学
率
は
、
そ
の
人
口
規
模

10
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を
考
慮
す
る
と
'
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
比
し
て
か
な
り
低
い
。

早
い
時
期
に
進
路
の
選
択
が
行
わ
れ
る
ド
イ
ツ
で
は
、
比
較
的
進
学

率
は
低
く
'
一
九
七
〇
年
代
に
'
実
業
学
校
の
卒
業
生
に
高
等
教
育

を
与
え
る
た
め
に
専
門
大
学
が
作
ら
れ
た
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
て
も
'

な
お
全
体
的
な
大
学
進
学
率
は
'
三
割
程
度
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の

で
あ
る
(
二
〇
〇
7
/
〇
二
年
の
実
数
で
l
八
六
万
人
)
.
こ
れ
は
へ

わ
が
く
に
や
ア
メ
リ
カ
で
は
'
大
学
進
学
率
が
四
割
を
超
え
五
割
に

近
い
　
(
平
一
四
年
-
二
〇
〇
二
年
度
の
文
部
科
学
白
書
。
短
大
を
含

む
と
、
四
八
・
六
%
)
　
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

先
進
工
業
国
の
平
均
は
お
よ
そ
四
割
で
あ
る
。
名
目
上
の
進
学
率

の
高
さ
は
う
　
わ
が
-
に
で
は
t
　
よ
り
深
刻
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
と

考
え
ら
れ
る
が
'
こ
の
点
に
つ
い
て
は
立
ち
入
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

大
学
の
講
義
に
つ
い
て
い
く
水
準
に
達
し
な
い
者
が
入
学
し
'
補
習

を
必
要
と
す
る
こ
と
、
長
期
の
休
学
者
や
不
適
格
者
へ
　
退
学
者
の
増

大
な
ど
で
あ
る
。
大
学
の
大
衆
化
が
進
ん
だ
ア
メ
-
カ
に
お
い
て
は
'

早
-
か
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
学
士
入
学
や
聴
講
生

の
増
大
や
実
用
系
の
教
育
に
お
け
る
実
習
の
困
難
と
い
う
問
題
も
あ

る
。
ま
た
へ
　
入
口
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
へ
　
出
口
の
問
題
で
あ
る
資

格
あ
る
失
業
者
の
増
大
も
深
刻
に
な
る
。

も
っ
と
も
へ
　
進
学
率
の
上
が
ら
な
い
こ
と
に
は
'
ド
イ
ツ
の
初
等

教
育
の
構
造
に
根
ざ
し
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
構
造
は
他
の
影
響
を

も
与
え
て
お
り
へ
　
た
と
え
ば
、
o
w
o
o
の
教
育
の
国
際
調
査
の
結

果
へ
　
二
〇
〇
四
年
も
、
ド
イ
ツ
は
低
い
点
数
を
え
て
'
順
位
を
落
と

し
た
。
同
様
の
結
果
を
め
ぐ
っ
て
、
数
年
来
広
い
論
争
が
起
き
て
お

り
へ
原
因
と
し
て
授
業
時
間
数
の
不
足
へ
授
業
規
模
の
大
き
い
こ
と
、

予
算
の
不
足
を
指
摘
す
る
も
の
へ
　
こ
の
種
の
国
際
比
較
の
不
当
性
を

い
う
も
の
の
は
か
へ
教
育
制
度
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
も
の
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
一
〇
歳
ま
で
の
四
年
間
の
小
学
校
の
教
育
の
あ
と
へ

本
課
程
学
校
へ
　
実
業
学
校
、
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
区
別
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
必
然
的
に
九
年
目
(
l
五
歳
)
　
の
義
務
教
育
終
了
時
の
平
均
点

は
低
-
な
る
。
平
均
点
を
上
昇
さ
せ
る
に
は
へ
　
こ
の
構
造
的
な
原
因

を
除
去
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
現
在
、
九
年
目
ま
で
の
平
等
な

(
」
)

教
育
(
S
c
h
u
l
e
f
u
r
a
l
l
e
)
　
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

Ⅳ
　
研
修
(
継
続
教
育
へ
　
イ
ン
タ
ー
ン
へ
エ
ッ
ク
ス
タ
ー

ン
)
へ
　
マ
イ
ス
タ
ー
的
手
法

仙
　
研
修
期
間
の
長
期
化
に
対
す
る
対
策
と
し
て
は
'
研
修
期
間

(
イ
ン
タ
ー
ン
)
　
と
し
て
学
生
と
区
別
す
る
か
も
　
エ
ッ
ク
ス
タ
ー
ン

を
活
用
し
多
少
の
報
酬
の
獲
得
が
可
能
な
も
の
と
す
る
方
法
が
あ
る
。

授
業
料
の
低
廉
(
免
除
)
　
や
所
得
の
可
能
性
は
'
同
時
に
、
社
会
人

ll
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や
'
継
続
的
に
ス
ト
レ
ー
ト
に
入
学
す
る
学
生
以
外
の
者
に
対
す
る

勉
学
の
選
択
肢
を
広
げ
る
。

研
修
や
修
習
の
制
度
は
'
ド
イ
ツ
に
は
古
-
か
ら
み
ら
れ
る
。
ド

イ
ツ
で
は
'
司
法
試
験
だ
け
で
は
な
く
へ
教
職
な
ど
に
も
も
　
二
回
の

国
家
試
験
が
あ
り
へ
　
そ
の
間
に
教
育
研
修
が
あ
る
。
そ
の
間
の
身
分

は
'
司
法
研
修
と
同
じ
く
へ
　
R
e
f
e
r
e
n
d
a
r
　
(
修
習
生
、
研
修
生
)

で
あ
る
。

研
修
期
間
は
'
単
純
な
教
育
課
程
で
も
'
独
立
し
た
職
業
課
程
で

も
な
い
。
研
修
生
の
地
位
は
'
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
M
e
i
s
t
e
r
(
親

方
)
、
G
e
s
e
巳
e
　
(
職
人
)
へ
　
L
e
h
r
-
i
n
g
　
(
徒
弟
)
　
の
分
類
の
う
ち
へ

徒
弟
に
近
い
。
制
度
的
な
実
習
(
P
r
a
k
t
i
k
u
m
)
が
な
く
て
も
'

事
実
上
実
習
生
(
P
r
a
k
t
i
k
a
n
t
)
と
し
て
働
-
場
合
も
あ
る
。
し

た
が
っ
て
へ
授
業
料
の
負
担
が
な
い
代
わ
り
に
へ
報
酬
も
名
目
的
な

も
の
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
の
中
間
的

地
位
は
'
昇
進
(
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
)
　
の
つ
ぎ
の
段
階
で
も
継
続
し
'

助
手
は
、
徒
弟
的
な
地
位
を
え
る
に
と
ど
ま
る
。
さ
ら
に
、
私
講
師

(
P
r
i
v
a
t
d
o
z
e
n
t
)
　
も
'
伝
統
的
に
は
無
償
の
地
位
に
と
ど
ま
っ
た

の
で
あ
る
　
(
聴
講
料
の
み
を
取
得
)
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
-
カ
型
の
コ
ー
ス
で
は
、
助
手
は
む
し
ろ
職

業
の
初
期
コ
ー
ス
で
あ
り
、
有
償
を
原
則
と
す
る
。
助
手
の
前
段
階

は
、
博
士
課
程
の
大
学
院
生
で
あ
り
、
そ
の
身
分
は
学
生
で
あ
る
。

形
式
的
に
は
t
 
R
e
f
e
r
e
n
d
a
r
の
よ
う
な
中
間
的
地
位
は
存
在
し
な

い
。
し
か
し
'
博
士
課
程
の
院
生
の
多
-
は
t
 
H
<
　
(
T
e
a
c
h
i
ロ
g

A
s
s
i
s
t
a
n
t
)
　
と
し
て
働
く
こ
と
が
多
-
、
授
業
料
の
免
除
を
う
け
'

報
酬
を
え
る
。
必
ず
し
も
高
額
で
は
な
い
が
、
日
本
の
国
立
大
学
の

T
A
ほ
ど
低
額
で
は
な
い
。
後
者
は
、
一
学
期
に
う
け
取
る
報
酬
は
'

た
か
だ
か
三
〇
万
円
程
度
に
す
ぎ
ず
　
(
R
A
で
若
干
上
回
る
)
へ
　
た

ん
な
る
ア
ル
バ
イ
ト
報
酬
程
度
で
あ
る
。
ア
メ
-
カ
で
は
'
報
酬
そ

の
も
の
は
軽
微
で
あ
っ
て
も
ち
　
授
業
料
の
免
除
と
結
合
さ
れ
る
結
果
へ

合
計
額
は
有
力
な
私
立
大
学
の
年
間
授
業
料
の
二
万
五
〇
〇
〇
ド
ル

を
超
え
る
こ
と
が
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
も
'
六
〇
年
代
の
大
学
紛
争
の
後
か
ら
'
上
級
助
手
や

研
究
補
助
者
へ
研
究
協
力
者
と
い
う
新
た
な
形
態
が
生
ま
れ
て
い
る
。

最
後
の
も
の
は
ヘ
　
ア
メ
-
カ
型
の
T
A
に
近
い
。
本
採
用
に
な
る
前

に
へ
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
就
職
し
た
場
合
と
学
生
と
の
問
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
過
大

に
す
ぎ
る
。
教
育
課
程
で
は
'
授
業
料
を
払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る

の
に
対
し
、
職
業
と
な
る
と
へ
　
た
ん
に
授
業
料
が
不
要
で
あ
る
だ
け

で
は
な
-
'
報
酬
を
う
け
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
も
へ
後
者
に

は
、
テ
ニ
ュ
ア
ま
で
附
加
し
て
い
る
た
め
に
へ
極
端
な
ギ
ャ
ッ
プ
と

12



(13)法曹養成制度の長期化と多様化

な
る
の
で
あ
る
。
T
A
t
 
R
A
の
導
入
や
任
期
付
き
助
手
の
制
度
が

採
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
t
　
よ
り
中
間
的
な
形
態
を
促
進
す
る
必
要
が

あ
る
。
た
と
え
ば
へ
　
研
究
協
力
者
の
確
保
や
'
T
A
へ
　
R
A
へ
の
大

幅
な
授
業
料
免
除
で
あ
る
。
養
成
期
間
が
長
期
化
す
る
に
伴
っ
て
'

人
材
確
保
の
観
点
か
ら
も
必
要
と
な
ろ
う
。

二
〇
〇
一
年
へ
　
ド
イ
ツ
の
大
学
の
法
学
部
に
限
定
し
て
み
れ
ば
、

学
術
に
関
す
る
総
人
員
は
'
一
二
四
九
七
人
で
'
教
授
が
一
〇
九
八
人

(
う
ち
女
性
は
九
六
人
)
へ
講
師
と
助
手
は
四
七
七
人
(
う
ち
女
性
が

一
〇
七
人
)
へ
他
の
研
究
協
力
者
(
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
M
i
t
a
r
b
e
i
-

t
e
r
)
-
研
究
補
助
者
は
一
八
八
二
人
　
(
う
ち
女
性
は
七
二
七
人
)
、

他
の
研
究
補
助
員
(
L
e
h
r
k
r
a
f
t
e
)
　
は
四
〇
人
(
う
ち
女
性
は
l

三
人
)
　
で
あ
っ
た
。
全
体
の
数
字
は
'
毎
年
増
加
し
っ
つ
あ
る
が
'

最
後
の
カ
テ
ゴ
-
-
だ
け
は
減
少
し
て
い
る
　
(
ち
な
み
に
へ
　
こ
れ
は

語
学
や
芸
術
に
多
い
.
た
と
え
ば
へ
　
S
p
r
a
c
h
-
u
n
d
 
K
u
l
t
u
r
w
i
s
-

s
e
n
s
c
h
a
f
t
e
n
a
l
l
g
e
m
e
i
n
で
は
、
教
授
九
九
人
に
対
し
'
三
一
〇

(
2
)

人
で
あ
る
)
。

㈲
　
あ
る
職
業
に
つ
い
て
、
そ
の
資
格
を
最
終
的
に
取
得
す
る

(
た
と
え
ば
、
国
家
試
験
)
　
の
に
先
だ
っ
て
実
地
訓
練
を
課
す
る
場

合
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の
制
度
が
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
　
(
I
n
t
e
r
n
-

s
h
i
p
)
　
で
あ
り
へ
　
そ
の
研
修
生
が
イ
ン
タ
ー
ン
で
あ
る
。
通
常
、
教

育
課
程
の
最
終
段
階
に
位
置
す
る
が
'
学
校
を
卒
業
し
た
後
へ
職
業

の
見
習
い
と
し
て
行
う
点
で
　
(
い
わ
ば
本
籍
を
移
す
)
へ
後
述
の

エ
ッ
ク
ス
タ
ー
ン
と
異
な
る
。
イ
ン
タ
ー
ン
の
用
語
は
'
一
般
に
は

医
師
に
用
い
ら
れ
、
日
本
で
も
一
九
六
八
年
ま
で
'
イ
ン
タ
ー
ン
の

制
度
が
あ
っ
た
が
'
こ
れ
は
種
々
の
矛
盾
か
ら
廃
止
さ
れ
'
そ
の
後

設
け
ら
れ
た
研
修
医
の
制
度
は
'
義
務
的
で
は
な
か
っ
た
　
(
後
述
Ⅴ

参
照
)
。
教
員
免
許
状
の
取
得
に
関
し
て
も
'
か
ね
て
イ
ン
タ
ー
ン

制
度
を
設
け
る
べ
L
と
の
意
見
は
あ
っ
た
が
、
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。

E
I
j
本
で
も
教
育
実
習
は
あ
る
が
へ
　
た
ん
に
授
業
の
1
部
と
し
て
短
期

間
行
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、
内
容
は
'
大
学
に
本
籍
を
お

い
た
ま
ま
へ
　
関
連
す
る
職
業
で
実
地
訓
練
を
す
る
エ
ッ
ク
ス
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
　
(
E
x
t
e
r
n
s
h
i
p
)
　
の
l
種
で
あ
る
。

l
九
九
〇
年
代
以
降
へ
　
わ
が
く
に
で
も
採
り
入
れ
ら
れ
た
T
A
は
'

本
籍
の
あ
る
自
校
に
お
い
て
1
種
の
職
業
訓
練
で
も
あ
る
補
助
業
務

を
行
う
が
へ
　
そ
の
性
格
は
現
在
の
と
こ
ろ
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

実
質
的
に
は
エ
ッ
ク
ス
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
同
じ
で
あ
り
、
同
じ
業
務

を
自
分
の
A
大
学
で
は
な
-
ち
 
B
大
学
で
す
る
場
合
に
は
、
形
式
的

に
も
エ
ッ
ク
ス
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と
な
る
。
T
A
の
人
材
の
流
動
性
を

高
め
る
こ
と
が
'
望
ま
し
い
点
も
あ
る
が
　
(
違
う
環
境
を
知
る
こ
と

や
、
学
閥
や
大
学
間
の
植
民
地
主
義
を
排
除
す
る
)
へ
　
採
点
や
研
究

13
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の
補
助
で
守
秘
性
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
か
ら
、
い
ち
が
い
に
は
優

劣
は
つ
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
も
、
ア
メ
-
カ
や
ド
イ
ツ
な
ど
'
学

生
に
も
と
も
と
流
動
性
が
あ
る
場
合
に
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
採

り
入
れ
や
す
い

㈲
　
司
法
研
修
で
も
、
日
本
の
修
習
は
授
業
と
し
て
の
性
格
が
強

い
。
ド
イ
ツ
の
そ
れ
は
も
っ
と
職
業
に
近
-
'
文
字
通
り
実
地
訓
練

で
あ
る
。
有
償
性
の
由
来
で
も
あ
る
。
性
格
は
か
な
り
異
な
る
が
、

兵
役
の
代
替
と
し
て
行
わ
れ
る
Z
i
v
i
l
d
i
e
n
s
t
(
民
事
代
替
役
務
)

の
者
が
'
各
種
の
半
公
的
な
職
業
の
補
助
を
す
る
場
合
と
'
社
会
的

機
能
は
類
似
し
て
い
る
　
(
比
較
的
低
い
賃
金
で
、
初
歩
的
な
職
業
を

こ
な
す
も
の
で
あ
る
)
0

社
会
の
伝
統
的
・
基
本
的
な
制
度
が
'
一
見
そ
れ
と
は
無
関
係
な

分
野
に
も
影
響
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
。
法
律
職
も
そ
の
よ
う
な
分

野
で
'
ド
イ
ツ
の
独
立
営
業
者
を
対
象
と
す
る
マ
イ
ス
タ
ー
制
度
の

影
響
は
大
き
い
。
そ
こ
で
は
'
伝
統
的
な
徒
弟
制
度
の
崩
壊
後
も
長

ら
く
へ
手
工
業
法
の
指
定
し
た
　
(
原
規
定
)
一
二
五
の
職
種
に
お
い

て
は
、
独
立
の
営
業
を
な
す
に
は
'
マ
イ
ス
タ
ー
の
資
格
の
認
定
が

必
要
で
あ
り
へ
　
そ
の
獲
得
に
は
'
マ
イ
ス
タ
ー
の
も
と
で
も
徒
弟
へ

職
人
と
し
て
修
行
し
'
マ
イ
ス
タ
ー
試
験
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

し
か
し
、
二
〇
〇
三
年
三
月
一
四
日
に
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
権
が

施
政
方
針
演
説
で
掲
げ
た
A
g
e
n
d
a
　
2
0
1
0
に
よ
る
包
括
的
な
構
造

改
革
案
の
も
と
で
は
'
社
会
保
障
制
度
と
労
働
市
場
の
近
代
化
が
行

わ
れ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
'
二
〇
〇
四
年
の
手
工
業
法
改
正
で
は
、

従
来
の
労
働
市
場
の
閉
鎖
性
を
打
破
す
る
た
め
に
へ
　
手
工
業
指
定
の

九
四
の
業
種
の
独
立
開
業
規
制
を
'
五
三
業
種
で
は
廃
止
し
'
規
制

の
残
る
、
危
険
性
の
高
い
あ
る
い
は
職
業
訓
練
に
時
間
の
か
か
る
業

種
で
も
、
一
定
の
条
件
(
職
業
経
験
六
年
)
　
に
よ
り
へ
　
マ
イ
ス
タ
ー

(SO

の
資
格
な
し
に
開
業
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
法
律
職
の
多
様
化

(
国
家
試
験
の
意
義
の
減
少
)
　
は
'
こ
の
よ
う
な
改
革
を
先
取
り
し

て
い
る
。

ま
た
へ
　
イ
ギ
リ
ス
で
も
'
法
曹
養
成
シ
ス
テ
ム
は
'
大
陸
の
そ
れ

と
は
異
な
る
。
十
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
へ
裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ

て
発
展
し
た
コ
モ
ン
ロ
ー
は
'
実
務
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
伝
え
ら
れ

た
。
法
曹
の
教
育
機
関
と
し
て
大
学
の
機
能
が
増
大
し
た
の
は
'
よ

う
や
く
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
陸
の
大

学
法
学
部
は
'
伝
統
的
に
'
官
吏
や
司
法
官
の
養
成
を
主
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
イ
ギ
-
ス
で
は
'
も
と
も
と
同
業
者
的
な
養
成
の

伝
統
が
長
-
続
い
た
の
で
あ
る
。
裁
判
官
も
、
バ
-
ス
タ
ー
経
験
者

か
ら
選
ば
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
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(15)法曹養成制度の長期化と多様化

そ
こ
で
へ
伝
統
的
な
法
曹
の
養
成
は
'
お
も
に
弁
護
士
(
b
a
r
r
i
s
-

t
e
r
.
s
o
l
i
c
i
t
o
r
)
　
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
へ
　
バ
リ
ス

タ
ー
の
養
成
は
'
法
曹
学
院
(
I
n
n
s
o
f
c
o
u
r
t
l
t
h
e
l
n
n
e
r
T
e
r
n
-

p
i
e
,
t
h
e
M
i
d
d
l
e
T
e
m
p
l
e
,
L
i
n
c
o
l
n
'
s
l
n
n
,
G
r
e
y
'
s
l
n
n
)
　
に
'

今
日
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
法
学
教
育
評
議
会
　
(
C
o
u
n
・

c
i
l
 
o
f
L
e
g
a
l
 
E
d
u
c
a
t
i
o
n
)
　
に
よ
り
へ
　
ソ
-
ス
ィ
ク
ー
の
養
成
は
'

事
務
弁
護
士
協
会
(
「
a
w
S
o
c
i
e
t
y
)
　
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

は
、
と
も
に
職
能
的
組
織
で
あ
る
。
そ
の
学
問
化
が
'
近
時
の
養
成

(
2
)

課
程
の
課
題
で
あ
る
。

㈱
　
同
じ
く
職
業
訓
練
を
す
る
と
い
っ
て
も
、
イ
ン
タ
ー
ン
で
は
、

す
で
に
学
生
　
(
徒
弟
)
　
の
身
分
か
ら
本
籍
が
移
さ
れ
て
い
る
か
ら
'

雇
用
者
は
'
病
院
な
ど
の
仮
採
用
者
で
あ
る
。
他
方
へ
エ
ッ
ク
ス

タ
ー
ン
は
へ
　
ま
だ
本
籍
は
学
生
で
あ
る
か
ら
へ
　
身
分
は
大
学
に
属
す

る
。
し
た
が
っ
て
へ
　
医
療
過
誤
や
訴
訟
過
誤
の
場
合
に
、
そ
の
責
任

は
訓
練
主
体
に
属
す
る
が
'
イ
ン
タ
ー
ン
で
は
　
(
病
気
な
ど
の
)
被

用
者
と
な
り
へ
エ
ッ
ク
ス
タ
ー
ン
で
は
学
生
は
訓
練
主
体
の
手
足
と

な
り
へ
　
そ
れ
ぞ
れ
訓
練
主
体
が
使
用
者
と
し
て
負
担
す
る
　
(
使
用
者

責
任
)
。
医
療
過
誤
保
険
や
訴
訟
過
誤
保
険
は
そ
の
契
約
内
容
に
よ

る
が
、
対
象
と
な
る
「
職
務
」
内
容
に
相
当
の
差
が
生
じ
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
エ
ッ
ク
ス
タ
ー
ン
の
場
合
に
'
訓
練
主
体
(
法
律
事
務

所
な
ど
)
　
は
'
特
別
な
契
約
に
よ
っ
て
、
大
学
に
責
任
を
転
嫁
す
る

可
能
性
が
あ
る
。
い
わ
ば
大
学
を
身
元
保
証
人
と
す
る
身
元
保
証
契

約
に
よ
る
場
合
で
あ
る
。
一
部
の
弁
護
士
事
務
所
の
こ
の
よ
う
な
主

張
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
'
職
業
訓
練
は
へ
　
た
ん
な
る
大
学
の
道

楽
に
訓
練
主
体
が
付
き
合
う
と
い
う
も
の
で
は
な
-
'
ほ
ん
ら
い
職

能
団
体
に
よ
っ
て
自
律
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
職
業
人
の
養
成
の
一
プ

ロ
セ
ス
を
社
会
が
肩
代
わ
り
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
　
(
上
述
の
イ
ギ

-
ス
の
養
成
制
度
参
照
)
。
医
師
の
場
合
で
あ
れ
ば
医
師
会
が
'
弁

護
士
の
場
合
で
あ
れ
ば
弁
護
士
会
が
'
そ
れ
ぞ
れ
が
後
継
者
を
維
持

す
る
た
め
に
す
る
べ
き
こ
と
を
、
公
益
上
の
視
点
か
ら
国
家
な
い
し

社
会
が
制
度
的
に
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訓
練
主

体
は
'
自
分
の
利
益
の
た
め
の
み
に
も
　
養
成
へ
の
負
担
を
回
避
し
、

転
嫁
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
「
養
成
」
　
の
内
容
に
は
'
こ
の
よ
う
な

危
険
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
へ
　
わ
が
-
に
の

身
元
保
証
契
約
そ
れ
自
体
の
前
近
代
性
も
'
こ
の
よ
う
な
契
約
を
制

限
す
る
べ
き
理
由
に
附
加
さ
れ
る
。
司
法
修
習
生
の
弁
護
士
研
修
に

あ
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

二
〇
〇
二
年
の
ド
イ
ツ
の
養
成
制
度
改
革
に
お
い
て
'
大
学
の
勉

学
も
'
従
来
よ
り
も
、
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
な
裁
判
的
'
管
理
行
政
的
へ
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Intern Extern.

(TAは、内部で訓練する)

通勤する

(学生)
(Meister　の徒弟奉公がこれに近い)

事務所　　(身分は学生のまま)

大学による身元引受の可能性
しかし、修習生などの養成は、大学のみの責任
ではなく、受入先の職能的・社会的責任O

ォ-%

本籍を移す

(病院など、仮採用)
(Meister　の職人)

(助手)

病院
(雇用保険の対象)
使用者責任
医療過誤保険
訴訟過誤保険

すべてを転嫁しようとするのはおかしい0
ドイツの連邦弁護士法が、連邦弁護士会の責任を明示したのは、その趣旨

教育課程

職業訓練

法
律
相
談
的
な
実
務
　
(
d
i
e
 
r
e
c
h
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
e
,
v
e
r
w
a
l
t
e
n
d
e

u
n
d
 
r
e
c
h
t
s
b
e
r
a
t
e
n
d
e
 
P
r
a
x
i
s
)
　
に
向
け
ら
れ
た
。
従
来
の
裁

判
的
な
勉
学
か
ら
、
と
り
わ
け
法
律
相
談
的
な
勉
学
に
軸
足
を
移
す

こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
へ
　
司
法
研
修
で
も
、
弁
護
士
研
修
の

強
化
に
よ
っ
て
、
内
容
的
、
手
続
的
'
人
的
に
'
弁
護
士
職
が
法
曹

養
成
に
い
っ
そ
う
関
与
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
連
邦
弁
護
士

法
も
'
従
来
の
ま
ま
で
は
弁
護
士
研
修
に
つ
い
て
内
容
的
に
不
十
分

と
な
っ
た
。
法
曹
養
成
は
う
　
と
-
に
裁
判
上
お
よ
び
裁
判
外
の
弁
護

士
活
動
へ
依
頼
者
と
の
交
渉
へ
弁
護
士
職
務
法
お
よ
び
弁
護
士
事
務

所
の
組
織
を
も
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
趣
旨
か
ら
、
連
邦
弁
護
士
法
も
改
正
さ
れ
た
　
(
五
九
条
一

項
)
。
す
な
わ
ち
、
従
来
へ
実
務
研
修
に
お
い
て
修
習
生
を
指
導
し
'

実
務
的
仕
事
を
与
え
る
と
さ
れ
て
い
た
の
を
へ
　
よ
り
積
極
的
に
'
修

習
生
の
養
成
に
協
力
す
る
　
(
m
i
t
w
i
r
k
e
n
)
義
務
を
お
う
も
の
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
弁
護
士
会
お
よ
び
理
事
の
責
任
の
一
つ
と

し
て
'
学
生
お
よ
び
修
習
生
の
養
成
と
試
験
に
協
力
す
る
べ
き
こ
と

(
従
来
は
修
習
生
の
養
成
へ
の
協
力
)
　
が
規
定
さ
れ
た
　
(
七
三
条
二

項
九
号
)
。
た
ん
な
る
協
力
か
ら
、
義
務
的
な
も
の
に
高
め
ら
れ
た

(
2
)

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
弁
護
士
事
務
所

の
養
成
へ
の
義
務
性
が
明
確
と
な
り
へ
責
任
の
転
嫁
の
よ
ち
は
な
-

16
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な
っ
た
。

㈱
　
継
続
教
育
や
人
事
交
流
の
重
要
性
は
、
わ
が
-
に
で
も
認
識

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
現
在
で
も
'
裁
判
所
で
は
'
経
験
一
〇
年
末
満
の

裁
判
官
で
あ
る
判
事
補
を
対
象
に
'
経
験
の
多
様
化
を
目
的
と
し
て
、

民
間
企
業
研
修
、
行
政
官
庁
へ
の
出
向
へ
海
外
留
学
な
ど
を
実
施
し

て
い
る
が
　
(
民
間
企
業
研
修
に
は
'
四
カ
月
の
短
期
コ
ー
ス
と
一
年

間
の
コ
ー
ス
と
が
あ
る
。
前
者
で
年
間
二
〇
人
へ
後
者
で
そ
の
半
分

程
度
)
、
二
〇
〇
五
年
四
月
か
ら
、
裁
判
官
、
検
察
官
に
な
っ
て
l

〇
年
未
満
の
若
手
に
対
し
弁
護
士
と
し
て
の
研
修
も
開
始
さ
れ
る
。

「
官
民
交
流
法
」
　
の
仕
組
み
を
適
用
し
'
初
年
度
は
'
そ
れ
ぞ
れ
一

(ァ)

〇
人
前
後
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
多
様
な
社
会
経
験
を
積
ま
せ
る
こ

と
を
D
n
的
と
す
る
が
'
裁
判
官
や
検
察
官
と
し
て
の
給
与
を
付
与
さ

れ
'
公
務
員
の
身
分
も
保
障
さ
れ
る
こ
と
か
ら
'
真
の
弁
護
士
活
動

と
い
え
る
か
と
の
疑
問
が
あ
る
　
(
H
家
賠
償
訴
訟
や
裁
判
官
忌
避
の

申
立
)
。
英
米
型
の
法
曹
一
元
が
完
全
に
別
個
の
身
分
で
行
わ
れ
る

の
と
は
異
な
っ
て
お
り
へ
　
ま
た
増
員
さ
れ
る
と
し
て
も
人
数
的
に
も

十
分
と
は
い
え
な
い
。

V
　
医
師
研
修
と
司
法
研
修

川
　
二
〇
〇
四
年
か
ら
、
医
師
国
家
試
験
に
合
格
し
た
医
師
に
は
、

二
年
間
の
臨
床
研
修
が
必
修
と
な
っ
た
。
か
つ
て
一
九
六
八
年
ま
で

は
、
医
師
の
イ
ン
タ
ー
ン
制
度
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ア
メ
-
カ
に

な
ら
っ
て
、
大
学
医
学
部
卒
業
後
一
年
間
へ
大
学
病
院
や
認
定
病
院

に
お
い
て
'
臨
床
の
実
地
訓
練
を
積
ん
で
か
ら
、
国
家
試
験
の
受
験

資
格
が
与
え
ら
れ
る
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
'
日
本
で
は
、
イ
ン

タ
ー
ン
の
期
間
中
は
無
給
で
も
職
業
と
し
て
の
身
分
も
保
障
さ
れ
ず
、

他
方
へ
学
生
と
し
て
の
指
導
を
う
け
る
体
制
や
研
修
条
件
も
不
備
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
か
ら
、
一
九
六
〇
年
代
の
大
学
紛
争
の

争
点
の
一
つ
と
も
な
り
へ
　
l
九
六
八
年
の
医
師
法
改
正
に
よ
り
廃
止

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
は
'
医
学
部
の
卒
業
後
へ
　
た
だ
ち
に
国
家
試
験
を
受
験
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
医
師
免
許
を
え
て
か
ら
二
年
間
へ
大
学
病

院
や
厚
生
省
指
定
の
病
院
で
研
修
を
う
け
た
者
を
登
録
す
る
臨
床
研

修
医
制
度
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
へ
義
務
制
で
は
な
い
任
意
の

研
修
で
あ
る
が
'
職
業
と
も
、
学
生
と
も
い
え
な
い
中
途
の
身
分
関

係
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
な
っ
た
。

そ
し
て
へ
研
修
は
、
お
も
に
大
学
の
特
定
の
医
局
に
お
い
て
'
特

定
の
分
野
を
対
象
と
し
て
す
る
も
の
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
専
門

分
野
の
高
度
医
療
を
学
ぶ
に
は
通
し
へ
　
そ
の
側
面
で
は
学
生
で
あ
っ

た
が
、
反
面
、
専
門
医
と
し
て
は
下
部
労
働
力
で
も
あ
り
給
与
は
低

17
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く
(
研
修
医
の
手
当
は
私
立
大
学
病
院
で
平
均
月
額
一
〇
万
円
に
み

た
な
い
と
い
わ
れ
た
)
へ
一
般
病
院
で
の
休
日
へ
　
夜
間
ア
ル
バ
イ
ト

な
ど
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
負
担
と
、
特
定
の
分
野
の
研

修
し
か
経
な
い
こ
と
か
ら
'
医
師
の
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
な
知
識
が
乏

し
く
'
初
期
診
療
(
プ
ラ
イ
マ
-
-
ケ
ア
)
　
の
能
力
の
欠
け
た
医
師

が
多
く
輩
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
症
状
が
類

似
す
る
異
分
野
の
病
気
に
対
応
す
る
こ
と
は
で
き
ず
'
開
業
医
と
し

て
不
適
切
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
へ
専
門
医
と
し
て
も
う
十
分
で
は

な
い
。
二
〇
〇
〇
年
の
医
師
法
改
正
に
よ
り
へ
　
二
〇
〇
四
年
か
ら
の

必
修
化
が
決
定
さ
れ
た
。

新
た
な
新
人
研
修
は
'
教
育
的
性
格
の
も
の
で
あ
り
'
身
分
と
し

て
は
学
生
的
な
性
格
を
強
化
し
て
い
る
。
大
学
病
院
と
厚
生
労
働
省

の
指
定
す
る
病
院
に
お
い
て
'
内
科
へ
外
科
へ
救
急
・
麻
酔
科
、
小

児
科
、
産
婦
人
科
、
精
神
科
、
地
域
医
療
を
研
修
す
る
こ
と
が
必
須

と
な
っ
た
。
ま
た
、
研
修
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
'
約
一
万
人
の
研

修
医
に
対
す
る
三
〇
万
円
程
度
の
月
給
が
予
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

厚
生
労
働
省
も
一
七
一
億
円
を
予
算
に
計
上
し
た
。
前
年
の
二
〇
〇

三
年
の
四
倍
に
も
な
り
へ
　
そ
の
う
ち
六
〇
億
円
は
'
研
修
医
の
給
料

の
補
填
に
あ
て
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
国
の
補
助
金
増
額
以
外
に
も
、

診
療
報
酬
改
定
の
収
入
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
か
ら
'
一
万
五
〇
〇
〇

人
前
後
の
研
修
対
象
者
に
'
た
と
え
ば
月
額
三
〇
万
円
の
給
与
を
払

う
と
す
る
と
へ
　
研
修
費
用
の
総
額
と
し
て
'
年
に
約
五
四
〇
億
円
が

叫
矧
的

必
要
と
な
る
。

㈲
　
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
司
法
修
習
生
の
合
格
者
を
三
〇
〇
〇

人
と
し
た
場
合
に
'
研
修
医
と
の
比
較
で
も
　
単
純
に
五
分
の
一
と
し

て
も
う
　
約
一
〇
〇
億
円
が
必
要
と
な
る
こ
と
に
な
る
　
(
現
在
は
'
概

算
で
お
よ
そ
月
額
二
〇
万
円
と
し
て
一
〇
〇
〇
人
で
一
一
四
億
円
。
任

期
一
年
半
で
三
六
億
円
)
。
し
か
し
'
部
分
的
に
で
も
診
療
報
酬
で

の
対
応
が
可
能
な
医
師
と
異
な
り
へ
　
修
習
生
で
は
'
純
粋
に
国
家
の

負
担
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
年
額
お
よ
そ
一
人
三
三
〇
万
か
ら
三

六
〇
万
円
の
司
法
修
習
生
の
給
費
制
度
は
'
か
ね
て
か
ら
検
討
の
対

象
と
な
っ
て
き
た
が
'
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
新
司
法
試
験
に
よ
っ
て

3
越
的

合
格
者
が
増
加
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
廃
止
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
を
参
考
と
す
る
と
、
そ
こ
で
の
総
費
用
は
、
月
額
一
〇
万

円
で
l
万
人
と
し
て
も
l
二
〇
億
円
と
な
る
　
(
任
期
二
年
で
そ
の

倍
)
。
わ
が
く
に
の
負
担
は
は
る
か
に
小
さ
い
　
(
三
〇
〇
〇
人
と

な
っ
て
も
う
任
期
が
一
年
と
な
れ
ば
、
七
二
億
円
程
度
と
な
ろ
う
。

一
人
一
二
〇
〇
万
円
と
し
て
も
、
九
〇
億
円
)
。
人
口
や
予
算
規
模
か

ら
み
る
と
'
「
法
化
」
　
社
会
に
は
こ
の
程
度
の
負
担
は
必
要
と
思
わ

れ
る
。
修
習
生
の
給
料
の
無
償
化
は
'
た
だ
で
も
重
厚
長
大
で
個
人
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の
負
担
の
重
い
法
科
大
学
院
型
の
養
成
か
ら
人
材
を
遠
ざ
け
る
結
果

と
な
ろ
う
。
他
方
で
'
研
修
医
と
異
な
り
へ
多
少
の
ア
ル
バ
イ
ト

(
ド
イ
ツ
と
同
じ
-
)
　
は
'
容
認
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
へ
　
そ
の
内

容
に
も
よ
る
が
、
豊
富
な
経
験
を
積
む
必
要
か
ら
む
し
ろ
推
奨
さ
れ

る
。
も
っ
と
も
へ
　
そ
の
時
問
が
と
れ
る
か
ど
う
か
は
う
　
べ
つ
の
問
題

で
あ
る
。

司
法
研
修
に
も
'
職
業
の
一
部
か
学
生
か
、
不
透
明
な
面
が
あ
る
。

た
ん
に
'
給
与
を
与
え
る
か
と
い
う
観
点
だ
け
で
は
な
-
'
き
ち
ん

と
し
た
議
論
を
す
る
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
養
成
を

LrTJ

目
的
と
し
へ
　
ど
う
位
置
づ
け
る
か
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。

㈲
　
二
〇
〇
四
年
に
導
入
さ
れ
た
新
た
な
医
師
研
修
に
は
'
つ
ぎ

の
予
期
し
な
い
結
果
を
生
じ
た
。

第
一
は
'
誤
算
と
い
え
る
も
の
で
あ
り
'
大
学
病
院
を
希
望
す
る

学
生
が
少
な
-
'
一
般
病
院
と
の
競
争
で
は
'
大
学
病
院
は
敗
北
し

た
と
い
わ
れ
る
。
一
般
病
院
が
四
割
へ
大
学
病
院
は
六
割
(
従
来
は

約
七
割
)
　
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
初
期
検
診
の
研
修
は
'
オ
ー

ル
ラ
ウ
ン
ド
な
能
力
を
目
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
高
度
に
専
門
化
し
た

(
3
)

大
学
病
院
よ
り
も
一
般
病
院
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
へ
長
期
的
な
成
果
は
未
確
定
で
あ
る
。

司
法
研
修
で
も
'
学
生
が
専
門
性
を
希
望
す
る
か
ち
　
そ
れ
と
も

オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
な
能
力
を
目
ざ
す
か
に
は
疑
問
が
あ
る
。
後
者
の

場
合
に
は
へ
　
こ
の
医
療
研
修
と
同
じ
こ
と
が
生
じ
る
。
し
か
し
'
司

法
研
修
(
あ
る
い
は
そ
の
準
備
段
階
と
し
て
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
選

択
コ
ー
ス
)
　
で
は
'
卒
業
後
の
就
職
の
観
点
か
ら
は
、
む
し
ろ
専
門

性
を
目
ざ
す
傾
向
が
顕
著
に
出
る
可
能
性
が
あ
る
。
少
な
-
と
も
へ

公
法
・
私
法
・
刑
法
に
ま
た
が
る
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
性
へ
の
志
向
は

弱
い
。
も
っ
と
も
へ
試
験
の
段
階
で
は
'
合
格
の
た
め
の
あ
る
程
度

の
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
性
は
確
保
さ
れ
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
医
療
で
は
、
オ
ー
ル
ラ
ウ
ン
ド
な
能
力
を
つ
け
た
医

師
が
'
O
J
T
の
段
階
で
も
段
階
ご
と
の
専
門
医
試
験
を
う
け
、
専

門
医
と
な
る
。
普
遍
性
と
専
門
能
力
の
統
合
と
い
う
意
味
か
ら
は
う

法
律
職
に
お
い
て
も
、
参
照
と
す
る
と
こ
ろ
は
多
い
。
す
な
わ
ち
へ

o
J
T
な
い
し
資
格
取
得
後
の
再
教
育
で
あ
る
。
社
会
や
技
術
の
進

歩
が
早
い
今
日
へ
司
法
職
に
関
し
て
も
考
慮
に
値
す
る
。

第
一
の
へ
大
学
以
外
の
指
定
病
院
で
研
修
医
の
約
四
割
が
研
修
を

う
け
る
と
の
誤
算
に
は
'
地
域
医
療
へ
の
し
わ
寄
せ
と
い
う
第
二
の

誤
算
が
伴
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
へ
大
学
医
局
に
お
い
て
労
働
力

と
な
っ
て
い
た
研
修
医
が
減
少
し
た
こ
と
か
ら
'
大
学
医
局
は
'
関

連
病
院
か
ら
医
師
を
呼
び
戻
し
た
。
医
師
不
足
が
問
題
と
な
る
よ
う

な
病
院
は
指
定
病
院
と
な
っ
て
い
な
い
か
ら
、
医
師
の
派
遣
を
う
け
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て
い
た
地
方
の
病
院
に
は
'
医
師
が
不
足
す
る
事
態
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
従
来
こ
れ
ら
の
病
院
は
、
大
学
の
医
局
か
ら
半
ば
強
制
さ
れ

て
き
た
医
師
の
派
遣
を
う
け
、
そ
の
見
返
り
に
医
学
部
や
医
局
に
研

究
費
を
寄
付
し
た
り
'
無
給
の
大
学
院
生
を
当
直
な
ど
に
雇
っ
て
生

活
を
支
え
る
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
医
師
引
き
揚
げ
と
い
う
事

態
は
'
厚
生
労
働
省
も
地
方
自
治
体
に
も
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

(S)

と
い
わ
れ
る
。

地
域
ご
と
に
必
要
な
病
院
に
は
'
指
定
病
院
と
し
て
認
定
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。
地
域
性
の
要
件
は
'
研
修
=
教
育
か
ら
は
み
出
す
お

そ
れ
が
あ
り
へ
労
働
力
と
教
育
と
は
両
立
し
が
た
い
と
い
う
一
例
と

も
な
る
。
地
域
医
療
は
過
疎
地
で
も
必
要
な
の
に
反
し
'
大
学
や
指

定
病
院
は
人
口
密
集
地
域
に
多
-
'
し
ば
し
ば
需
要
と
供
給
が
一
致

し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
へ
大
学
病
院
で
も
'
問
題
が
生
じ
た
。
学
生
が
、
一
般
病
院

に
逃
避
し
た
だ
け
で
は
な
-
'
新
研
修
医
は
'
従
来
の
よ
う
な
下
働

き
を
し
な
い
の
で
、
労
働
力
不
足
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
無

給
の
医
師
が
激
減
す
る
結
果
、
経
費
も
大
幅
に
必
要
と
な
る
。
従
来

は
、
重
症
患
者
と
最
新
の
情
報
が
集
ま
る
大
学
病
院
に
い
る
こ
と
は
、

高
度
な
手
術
や
技
術
の
習
得
、
ひ
い
て
は
博
士
資
格
の
取
得
に
も
有

利
で
あ
っ
た
。

全
体
と
し
て
'
労
働
力
と
し
て
の
医
師
が
、
教
育
プ
ロ
セ
ス
に
流

れ
た
の
で
あ
る
。
教
育
課
程
の
伸
長
に
と
も
な
う
現
象
で
あ
り
'
一

面
で
は
'
従
来
へ
職
業
と
教
育
を
混
乱
さ
せ
へ
　
教
育
課
程
の
学
生
を

無
償
で
、
職
業
に
使
っ
て
い
た
こ
と
の
反
動
で
あ
る
。
教
育
と
職
業

と
の
人
材
の
争
奪
と
い
う
面
も
有
す
る
。
た
だ
し
へ
　
職
業
と
教
育
の

混
乱
は
、
必
ず
し
も
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
　
(
図
式
的
に
い
え

ば
、
従
来
は
職
業
に
も
か
か
わ
ら
ず
報
酬
が
な
-
'
改
正
後
は
教
育

な
の
に
報
酬
が
高
め
ら
れ
た
)
へ
　
少
な
く
と
も
司
法
研
修
と
の
対
比

で
は
'
報
酬
は
い
ち
じ
る
し
く
高
め
ら
れ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

給
与
が
廃
止
さ
れ
る
司
法
修
習
と
の
相
違
は
大
き
く
'
医
療
と
司
法

と
に
対
す
る
国
の
取
組
み
の
相
違
が
う
か
が
わ
れ
る
。

㈱
　
二
〇
〇
四
年
の
最
初
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
試
験
に
も
'
特
徴
が

み
ら
れ
た
。
そ
の
検
証
は
'
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
'
二
〇
〇
四
年

の
最
初
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
試
験
は
'
長
期
間
受
験
の
ベ
テ
ラ
ン
受
験

生
が
在
学
生
を
か
な
り
押
し
退
け
た
点
で
'
問
題
を
残
し
た
。
在
学

生
で
も
早
-
に
準
備
の
で
き
た
一
部
の
ク
ラ
ス
は
合
格
し
た
が
へ
　
そ

の
他
は
少
な
-
と
も
出
身
の
大
学
で
は
合
格
し
な
か
っ
た
こ
と
が
多

い
。
そ
し
て
、
大
学
の
四
年
生
が
'
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
試
験
の
た
め
に

(
8
)

予
備
校
に
い
-
と
い
う
新
た
な
問
題
を
生
じ
て
い
る
。

従
来
の
大
学
院
試
験
と
の
違
い
は
'
内
部
か
ら
の
囲
い
込
み
が
減

20
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少
し
た
こ
と
で
あ
る
。
在
学
生
が
多
数
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
試
験
を
う

け
へ
　
そ
の
相
当
部
分
が
落
ち
た
こ
と
か
ら
、
出
身
校
へ
の
集
中
が
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
　
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
も
、
二
年
ま
た
は

三
年
後
の
新
司
法
試
験
を
意
識
し
て
、
自
校
の
学
生
よ
り
も
、
い
わ

ゆ
る
名
門
校
の
出
身
者
を
選
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
学
生
の
流
動
化
が

起
こ
っ
た
こ
と
ば
へ
一
面
で
は
望
ま
し
い
が
'
他
面
で
は
、
大
学
の

名
門
ブ
ラ
ン
ド
が
'
大
学
院
レ
ベ
ル
で
も
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。学

生
の
流
動
化
は
、
医
師
の
研
修
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
研
修

先
と
し
て
'
一
般
病
院
を
希
望
す
る
学
生
が
多
-
、
大
学
病
院
を
希

望
す
る
学
生
が
少
な
く
'
か
り
に
希
望
す
る
場
合
で
も
'
自
学
部
と

同
じ
病
院
を
希
望
す
る
率
は
低
か
っ
た
。
も
っ
と
も
へ
全
員
が
自
校

出
身
の
純
粋
培
養
方
式
の
と
こ
ろ
も
あ
り
、
国
立
七
校
へ
私
立
三
1

校
で
は
九
割
以
上
を
占
め
た
と
い
う
。
思
い
が
け
ず
、
旧
帝
国
大
学

で
の
自
校
出
身
率
が
低
下
し
た
と
こ
ろ
が
へ
新
し
い
。
た
だ
し
へ
前

述
の
よ
う
に
長
期
的
な
成
果
は
未
確
定
で
あ
る
。

し
か
し
'
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
、
全
体
的
な
移
動
が
長
期
間
の
受

験
生
の
移
動
の
結
果
(
在
学
生
へ
の
玉
突
き
現
象
)
　
で
あ
っ
た
と
す

る
と
問
題
が
残
る
。
当
面
、
旧
試
験
が
廃
止
さ
れ
な
い
こ
と
と
合
わ

せ
へ
試
験
方
法
を
工
夫
し
な
い
か
ぎ
り
'
(
真
正
の
社
会
人
を
除
き
'

少
な
-
と
も
年
長
者
に
関
し
て
)
　
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
が
長
期
間
の
ベ
テ

ラ
ン
受
験
生
の
吹
き
溜
ま
り
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

入
試
に
お
け
る
単
純
な
積
み
上
げ
方
式
の
試
験
評
価
で
は
'
中
庸

の
大
過
な
い
者
が
有
利
と
な
る
。
四
年
在
校
生
は
'
単
純
な
知
識
面

で
は
'
長
期
間
の
受
験
生
に
は
対
抗
で
き
な
い
　
(
二
〇
〇
四
年
一
月

の
試
験
)
。
も
っ
と
も
へ
　
新
司
法
試
験
が
、
従
来
と
そ
う
変
わ
ら
な

い
も
の
で
あ
れ
ば
'
各
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
が
一
定
の
合
格
率
を
確
保
す

る
に
は
有
益
か
も
し
れ
な
い
。
結
局
へ
定
型
的
な
暗
記
思
考
型
出
題

で
は
'
合
格
に
は
相
対
的
に
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
司
法
試
験
が
性
格
を
変
え
た
場
合
に
は
'

暗
記
田
心
考
型
で
は
合
格
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
積
み
上
げ
方
式
で
は
な

く
、
養
成
の
目
的
に
そ
く
し
た
選
抜
が
必
要
と
な
る
o
　
特
定
の
要
素

を
重
視
し
'
バ
I
と
し
て
機
能
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
へ

英
語
や
自
己
推
薦
書
・
論
文
・
社
会
人
の
実
績
な
ど
で
あ
る
。
こ
の

場
合
に
は
'
入
学
後
や
卒
業
時
の
成
績
な
ど
と
の
相
関
を
調
べ
る
追

跡
調
査
が
不
可
欠
で
あ
る
。

な
お
へ
従
来
の
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
強
い
官
僚
制
の
も
と
で
の
試

験
に
は
'
変
化
に
対
応
す
る
能
力
は
そ
う
大
き
-
な
-
、
激
変
は
な

い
と
す
れ
ば
'
(
大
学
側
の
み
で
)
　
あ
ま
り
議
論
し
た
り
新
し
い
工

夫
を
す
る
実
益
は
と
ぼ
し
い
と
も
い
え
る
。
せ
い
ぜ
い
積
み
上
げ
方
　
以
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式
で
'
重
点
的
に
み
る
分
野
を
検
討
す
る
程
度
で
も
よ
い
こ
と
に
な

る
。
た
だ
し
へ
　
こ
の
場
合
で
も
'
研
究
者
養
成
に
つ
い
て
は
へ
学
部

の
段
階
か
ら
積
極
的
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
金
も
時
間
も
か
か
る

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
は
、
必
要
数
を
確
保
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。

V
　
む
す
び

り
　
養
成
期
間
の
長
期
性
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
先
進
諸
外
国
と
、

大
陸
諸
国
と
イ
ギ
リ
ス
や
他
の
コ
モ
ン
ロ
ー
諸
国
と
の
法
曹
教
育
の

相
違
に
つ
い
て
へ
　
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
大
陸
諸
国
は
い
う
ま
で
も

な
-
'
ア
メ
リ
カ
以
外
の
コ
モ
ン
ロ
ー
諸
国
へ
　
た
と
え
ば
カ
ナ
ダ
や

オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
で
も
へ
法
曹
教
育
は
基
本
的
に
は
学
部
で
行
わ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
み
ら
れ
る
学
部

と
司
法
研
修
に
よ
る
養
成
か
'
あ
る
い
は
ア
メ
-
カ
型
の
学
部
に
お

け
る
専
門
教
育
を
必
要
と
し
な
い
大
学
院
に
よ
る
養
成
に
大
別
さ
れ

(S)る
。養

成
期
間
の
問
題
は
'
養
成
課
程
へ
の
入
学
者
の
選
抜
や
卒
業
生

の
就
職
と
も
関
係
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
'
本
稿
で
は
立

ち
入
り
え
な
い
。
な
お
へ
近
時
へ
　
オ
ー
ス
ト
ラ
-
ア
の
法
曹
養
成
と

(
2
8
)

の
比
較
で
、
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
o
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ス
ト
ラ
-

ア
で
は
'
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
よ
っ
て
法
曹
と
な
る
道
も
あ
る
が
、
著

名
な
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
入
学
す
る
た
め
に
へ
学
部
で
優
秀
な
成
績
を
　
　
2
2

修
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
へ
　
高
校
や
大
学
で
数
学
や
化
学
を
選

択
す
る
傾
向
が
あ
る
が
'
こ
れ
ら
の
分
野
で
高
い
学
業
成
績
を
修
め

た
者
が
法
律
の
分
野
で
も
す
ぐ
れ
た
業
績
を
残
す
と
は
限
ら
な
い
。

ま
た
、
高
校
や
大
学
の
数
学
や
化
学
の
専
攻
課
程
に
入
学
す
る
さ
い

に
必
要
な
学
業
成
績
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
も
の
で
は
な
い
が
'
こ
れ
ら

の
分
野
を
専
攻
し
た
者
に
は
、
さ
ら
に
法
律
職
を
含
む
他
の
専
門
課

程
に
進
も
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
現
行
の
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
の
入
学
選
抜
方
法
で
は
、
法
律
以
外
の
分
野
に
向
い
て
い
る
者
を

集
め
、
か
え
っ
て
法
律
家
と
し
て
の
才
能
を
有
す
る
人
材
を
他
の
分

野
に
逃
が
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
へ
就
労
者
や
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
高
額
な
学
費
を
払
え
な
い
者
、

高
校
や
大
学
学
部
で
よ
い
成
績
を
修
め
て
い
な
い
た
め
に
ロ
ー
ス

ク
ー
ル
に
入
れ
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
低
廉
な
学
費
の
夜
間
部
法
曹

養
成
コ
ー
ス
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
方
法
が
'
当
面
わ
が
く

(
8
)

に
で
は
欠
け
て
い
る
。

惚
　
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て
は
へ
　
か
ね
て
紹
介
し
た
ド
イ
ツ
の
専

門
大
学
に
お
け
る
経
済
法
専
修
コ
ー
ス
が
参
考
と
な
る
。
こ
れ
は
へ

そ
の
後
、
T
般
の
大
学
に
も
拡
大
し
っ
つ
あ
る
.
そ
の
背
景
に
は
'

毎
年
お
よ
そ
一
万
二
〇
〇
〇
人
の
第
一
次
国
家
試
験
の
合
格
者
、
一
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ドイツの法曹養成の多様化(Hromadka (後注(5)参照))

第2次国家試験　　完全法律家(Volljurist)　経済法律家(Wirtschaftsjurist)

LL,B.方式-修士と結合する場合
(国家試験も可能)

③

経済専修コース
終了試験
(国家試験なし)

経済・経常を
加味した重点
教育

ゥ
弁護士向け
司法研修

共通の中間試験

共通の基礎教育

専門大学

-　伝統的法律学に集中

一般の大学

(丑伝統的養成課程　裁判官的養成
【旧国家試験】

②2002年改正　　　弁護士的機能の重視-　soft skills,国際性(語学)の重祖
【新国家試験】

③経済専修型　　　経済人の養成　　　- soft skillsと経済、経営関係の領域の重視
【専門大学の経済専修の法律コース】

万
人
の
第
二
次
国
家
試
験
の
合
格
者
が
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
へ
公
職
に
つ
け
る
者
は
、
一
五
〇
〇
人
か

ら
二
〇
〇
〇
人
と
少
な
-
(
お
よ
そ
一
五
%
か
ら
二

〇
%
。
他
方
、
希
望
者
は
第
二
次
国
家
試
験
合
格
者

の
四
分
の
1
と
推
定
さ
れ
る
)
、
残
り
は
弁
護
士
か

経
済
界
に
職
を
求
め
て
い
る
。
し
か
も
へ
弁
護
士
の

数
は
一
九
九
〇
年
の
五
万
九
九
〇
〇
人
か
ら
'
二
〇

〇
三
年
の
一
二
万
一
四
二
〇
人
と
も
　
ほ
ぼ
倍
に
増
加

し
て
い
る
。
こ
の
間
東
ド
イ
ツ
地
域
で
求
職
す
る
可

能
性
が
あ
っ
た
が
'
そ
れ
も
も
は
や
満
杯
と
な
っ
て

い
る
。
経
済
界
で
就
職
す
る
場
合
に
は
、
法
律
学
だ

け
の
教
育
で
は
十
分
で
は
な
く
、
不
経
済
な
制
度
と

な
っ
て
い
る
。

す
で
に
二
〇
の
専
門
大
学
が
'
経
済
専
修
コ
ー
ス

を
有
し
て
い
る
。
卒
業
生
の
就
職
状
況
が
よ
い
こ
と

か
ら
、
入
学
希
望
者
も
多
い
　
(
と
き
に
l
〇
倍
に
も

な
る
)
。
し
か
し
'
こ
れ
に
対
し
て
'
専
門
大
学
の

教
育
は
'
実
務
偏
重
で
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
で
あ
り
'

必
ず
し
も
学
問
的
で
は
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
そ

こ
で
へ
む
し
ろ
一
般
の
大
学
に
お
い
て
同
様
の
教
育
　
2
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を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
-
'
あ
る
い
は
一
般
の
大
学
で
は
、
伝
統
的

な
司
法
官
の
養
成
と
、
新
た
な
弁
護
士
養
成
と
と
も
に
、
経
済
界
向

け
の
教
育
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
法
曹
養
成
の
第
三
の
道
と
位
置
づ

(g)

け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
法
律
家
の
統
一
的
養
成
を
壊
す
と

の
反
対
論
も
あ
る
。

大
学
に
経
済
専
修
コ
ー
ス
を
お
-
場
合
に
も
'
カ
-
キ
ュ
ラ
ム
は
、

専
門
大
学
の
そ
れ
と
似
た
経
済
お
よ
び
経
営
と
語
学
の
重
視
で
あ
り
、

卒
業
資
格
も
'
国
家
試
験
で
は
な
-
'
大
学
ご
と
の
卒
業
試
験
に
よ

る
。
卒
業
試
験
に
カ
-
キ
ユ
ラ
ム
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
'
パ
ッ

サ
ウ
大
学
の
例
に
よ
っ
て
み
る
と
'
卒
業
論
文
へ
　
四
書
面
試
験
と
口

述
試
験
か
ら
な
る
。
卒
業
論
文
は
'
企
業
や
経
済
に
関
連
テ
ー
マ
を

扱
い
　
(
二
五
%
)
へ
　
書
面
試
験
は
'
私
法
の
三
試
験
と
公
法
の
一
試

験
か
ら
な
る
　
(
四
〇
%
)
。
口
述
試
験
は
'
商
法
・
経
済
法
の
一
試

験
と
'
経
済
学
関
係
の
一
一
試
験
へ
選
択
科
目
の
1
試
験
か
ら
な
る

(
二
〇
%
)
。
ほ
か
に
'
専
門
に
関
す
る
語
学
試
験
が
二
で
あ
る
(
l

五
%
)
。
卒
業
論
文
は
'
中
間
試
験
に
よ
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
、

そ
の
場
合
に
は
'
二
〇
%
の
配
点
と
な
る
　
(
書
面
試
験
が
五
〇
%
、

C
e
o
j

語
学
試
験
は
一
〇
%
と
な
る
)
0

大
学
と
専
門
大
学
の
コ
ー
ス
の
相
違
に
加
え
て
へ
大
学
自
体
の

コ
ー
ス
の
多
様
化
か
ら
'
ド
イ
ツ
の
法
曹
養
成
は
'
二
元
化
か
ら
多

様
化
の
時
代
に
入
っ
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
へ
　
わ
が
　
　
割

く
に
の
法
曹
養
成
が
、
国
家
試
験
　
(
資
格
)
重
視
の
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

(
3
2
)

の
制
度
を
お
い
た
の
と
は
逆
の
方
向
で
あ
る
が
、
わ
が
く
に
で
は
へ

ま
だ
学
部
の
再
編
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
へ
　
そ
の
方
向
性
を

示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

(
-
)
　
こ
れ
に
つ
き
へ
　
小
野
・
一
論
一
三
〇
巻
言
号
参
照
。
同
・
司
法

の
現
代
化
と
民
法
　
(
二
〇
〇
四
年
。
以
下
へ
　
【
現
代
化
】
　
と
略
す
)

四
〇
九
頁
。
な
お
、
小
野
「
転
換
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
法
曹
養
成

の
動
向
」
法
の
支
配
一
三
l
号
五
二
頁
を
も
参
照
。
な
お
へ
　
養
成
期

間
の
長
期
化
に
対
し
て
は
へ
　
そ
の
短
縮
が
課
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。

(
2
)
　
梶
田
昭
・
医
学
史
　
(
二
〇
〇
三
年
)
　
二
二
八
頁
。
わ
が
く
に
に

お
け
る
医
学
教
育
の
ド
イ
ツ
型
と
イ
ギ
-
ス
型
に
つ
い
て
は
、
同
書

三
〇
七
百
。
明
治
初
期
に
は
、
医
学
教
育
を
両
院
に
基
礎
を
お
く
臨

床
指
向
の
イ
ギ
リ
ス
型
医
学
と
、
大
学
に
基
礎
を
お
-
科
学
的
訓
練

と
研
究
型
の
ド
イ
ツ
医
学
と
の
対
立
が
あ
り
へ
　
当
時
優
勢
で
あ
っ
た

後
者
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
3
)
　
【
現
代
化
】
　
三
七
〇
頁
。
ま
た
、
小
野
　
「
転
換
期
に
お
け
る
ド

イ
ツ
の
法
曹
養
成
の
動
向
」
前
述
法
の
支
配
1
三
l
 
n
与
五
二
頁
参
照
。

(
4
)
　
前
者
と
し
て
'
H
o
m
m
e
l
h
o
f
f
＼
T
e
i
c
h
m
a
n
n
,
D
a
s
J
u
r
a
s
t
u
-

d
i
u
m
n
a
c
h
d
e
r
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
s
r
e
f
o
r
m
,
J
u
S
2
0
0
2
,
8
3
9
;
H
o
r
n
-
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m
e
l
h
o
f
f
＼
T
e
i
c
h
m
a
n
n
,
R
e
v
o
l
u
t
i
o
n
 
i
n
 
d
e
r
 
J
u
r
i
s
t
e
n
a
u
s
-

b
i
l
d
u
n
g
,
J
u
S
2
0
0
1
,
8
4
1
.
後
者
と
し
て
は
う
R
a
n
i
e
r
i
,
D
e
r
C
o
m
-

p
u
t
e
r
,
m
e
i
n
R
e
p
e
t
i
t
o
r
,
J
Z
2
0
0
1
,
8
5
6
.
が
あ
る
。

C

l

"

)

　

J

o

e

c

k

s

u

n

d

G

u

s

e

,

J

u

r

i

s

t

e

n

a

u

s

b

i

l

d

u

n

g

‥

D

e

r

S

t

u

d

i

e

n

-

g
a
n
g
サ
B
a
c
h
e
l
o
r
 
o
f
 
L
a
w
s
ォ
a
n
 
d
e
r
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
a
t
 
G
r
e
i
f
s
-

w
a
l
d
,
N
J
2
0
0
2
,
5
6
8
.

一
九
九
〇
年
代
の
末
に
は
、
専
門
大
学
の
経
済
法
専
修
コ
ー
ス
の

成
功
を
う
け
て
、
一
般
の
大
学
に
お
い
て
も
同
様
の
試
み
が
さ
れ
、

そ
の
い
く
つ
か
は
す
で
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
へ
　
バ
イ

エ
ル
ン
州
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
大
学
で
あ
る
　
(
二
〇
〇
二
年
冬
学
期

か
ら
)
。
し
か
し
、
同
じ
バ
イ
エ
ル
ン
で
も
'
早
い
試
み
で
あ
っ
た

パ
ッ
サ
ウ
大
学
で
は
'
教
授
会
の
反
対
で
一
九
九
九
年
七
月
に
挫
折

し
た
　
　
V
g
1
.
　
H
r
o
m
a
d
k
a
,
　
D
i
p
l
o
m
-
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
j
u
r
i
s
t

(
u
n
i
v
.
)
,
D
e
r
d
r
i
t
t
e
Z
w
e
i
g
d
e
r
J
u
r
i
s
t
e
n
a
u
s
b
i
l
d
u
n
g
,
F
e
s
t
.

f
.
H
a
n
s
⊥
o
a
c
h
i
m
 
M
u
s
i
e
l
a
k
 
z
u
m
7
0
.
G
.
,
S
.
2
5
3
f
f
.
州
政
府
も

積
極
的
で
あ
り
、
一
九
九
八
年
の
経
済
法
専
修
コ
ー
ス
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
　
(
ド
イ
ツ
学
術
寄
付
者
連
盟
の
後
援
に
よ
る
。
後
注
8
参
照
)

に
は
'
州
の
文
化
へ
　
経
済
へ
　
司
法
の
三
大
臣
が
出
席
し
、
当
時
の
ド

イ
ツ
・
テ
レ
コ
ム
や
ダ
イ
ム
ラ
ー
・
ベ
ン
ツ
、
金
属
産
業
労
働
組
合

な
ど
の
代
表
も
出
席
し
た
。
専
門
大
学
の
専
修
コ
ー
ス
の
場
合
と
同

様
に
'
産
業
界
の
関
心
は
相
当
高
い
。

(
6
)
　
ド
イ
ツ
の
専
門
大
学
や
私
立
大
学
に
つ
い
て
は
、
小
野
・
大
学

と
法
曹
養
成
制
度
(
二
〇
〇
〇
年
。
以
下
【
大
学
】
と
略
す
)
一
八

一
恵
参
照
。

大
学
の
重
点
教
育
を
定
め
た
二
〇
〇
二
年
の
改
正
法
に
従
い
'
他

の
各
大
学
も
、
新
た
な
重
点
コ
ー
ス
を
開
始
し
た
。
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク

大
学
に
お
い
て
も
う
各
三
〇
c
o
>
g
c
o
　
(
後
注
1
0
参
照
)
　
は
ど
の
八
つ

の
重
点
コ
ー
ス
が
設
定
さ
れ
た
　
(
法
史
と
比
較
法
、
民
事
法
へ
　
刑
事

法
、
商
事
・
経
済
法
へ
　
労
働
法
と
社
会
保
障
へ
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
と
国

際
法
へ
　
環
境
と
経
済
、
情
報
社
会
に
お
け
る
法
の
八
つ
で
あ
る
)
0

V
g
1
.
J
u
S
-
M
a
g
a
z
i
n
,
M
a
i
/
J
u
n
i
2
0
0
4
(
D
i
e
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
m
i
t

d
e
m
L
L
.
M
.
k
r
o
n
e
n
)
,
S
.
8
f
f
.

(
7
)
　
三
段
階
の
養
成
制
度
の
欠
陥
は
、
そ
の
長
期
性
で
あ
る
。
ア
メ

-
カ
は
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
み
の
一
段
階
の
'
ド
イ
ツ
は
大
学
と
司
法

研
修
の
二
段
階
の
法
曹
養
成
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
'
ド
イ

ツ
の
大
学
の
I
n
s
t
i
t
u
t
が
大
学
院
レ
ベ
ル
と
の
反
論
が
あ
る
。
し
か

し
、
I
n
s
t
i
t
u
t
は
、
た
ん
な
る
　
「
教
室
」
　
に
す
ぎ
ず
'
大
学
院
で
は

な
い
。
L
e
h
r
s
t
u
h
l
　
(
=
講
座
)
　
の
大
き
い
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
伝

統
的
な
大
陸
の
制
度
で
は
、
制
度
と
し
て
の
大
学
院
は
な
い
か
ら
で

あ
る
　
(
学
位
取
得
コ
ー
ス
と
し
て
は
あ
る
)
0
　
【
大
学
】
一
九
〇
頁
参

照
。

(
8
)
　
こ
の
寄
付
者
連
盟
に
関
し
て
は
、
【
大
学
】
二
三
九
頁
注
9
に

お
い
て
'
ド
レ
ス
デ
ン
工
科
大
学
へ
の
大
学
改
善
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
紹

介
し
た
こ
と
が
あ
る
。

25
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(
2
)
　
ち
な
み
に
、
二
五
回
が
基
準
時
間
(
一
コ
マ
)
　
で
あ
っ
て
'
機

械
的
に
1
年
三
〇
回
な
ど
と
い
う
の
は
、
机
上
の
計
算
に
す
ぎ
な
い
。

日
本
の
一
コ
マ
は
、
九
〇
分
で
あ
る
か
ら
へ
　
二
時
間
講
義
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
時
間
割
も
'
形
式
的
に
は
八
時
-
九
時
へ
　
九
時
-

一
〇
時
と
い
う
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
実
質
的
に
は
'
各
時
間

の
最
初
の
一
五
分
は
休
み
時
間
で
あ
る
。
形
式
的
に
だ
け
み
れ
ば
'

学
生
は
教
室
の
移
動
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
2
)
　
J
o
e
c
k
s
u
n
d
G
u
s
e
,
a
.
a
.
O
.
,
S
.
5
6
9
.

(
2
)
　
J
o
e
c
k
s
u
n
d
G
u
s
e
,
a
.
a
.
O
.
,
S
.
5
7
0
-
5
7
1
.

(
2
)
　
V
g
1
.
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
s
 
J
a
h
r
b
u
c
h
2
0
0
2
,
S
.
3
7
1
,
1
6
.
6
　
<
H
o
-

c
h
s
c
h
u
l
e
n
,
S
t
u
d
i
e
r
e
n
d
e
,
S
t
u
d
i
e
n
a
n
f
a
n
g
e
r
 
u
n
d
-
a
n
f
恥
n
・

g

e

r

i

n

n

e

n

i

m

W

i

n

e

r

s

e

m

e

s

t

e

r

2

0

0

1

/

0

2

)

‥

S

.

3

7

8

,

1

6

.

7

.

3

品

m

W
i
n
t
e
r
s
e
m
e
s
t
e
r
2
0
0
0
/
1
　
n
a
c
h
F
a
c
h
e
r
g
r
u
p
p
e
n
,
S
t
u
d
i
e
n
-

b
e
r
e
i
c
h
e
n
 
u
n
d
 
F
a
c
h
s
e
m
e
s
t
e
r
n
>
:
S
J
　
2
0
0
3
,
S
.
3
9
0
f
.
1
6
.
7
.
2

u
n
d
1
6
.
7
.
3
.
ま
た
へ
　
十
九
世
紀
の
数
字
は
'
お
も
に
K
o
b
l
e
r
,
Z
u
r

G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 
j
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
n
 
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
 
i
n
 
D
e
u
t
s
c
h
l
a
-

n
d
,
J
Z
1
9
7
1
,
S
.
7
6
9
.
に
よ
る
O
【
大
学
】
E
l
五
-
四
六
百
。

(
3
)
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
五
十
嵐
清
　
「
亡
命
ド
イ
ツ
法
学
者
の
ア
メ

-
カ
法
へ
の
影
響
」
現
代
比
較
法
学
の
諸
相
(
二
〇
〇
二
年
)
一
四

一
頁
以
下
参
照
o

(
2
)
　
A
u
s
f
u
r
d
a
s
d
r
e
i
g
l
i
e
d
r
i
g
e
S
c
h
u
l
s
y
s
t
e
m
?
D
i
e
 
W
e
l
t
.

2
0
0
4
.
9
.
1
5
.
初
頭
教
育
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
へ
　
【
現
代
化
】
　
四
〇
三

頁
参
照
。
大
学
進
学
率
に
つ
い
て
は
へ
　
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
s
 
T
a
h
r
b
u
c
h

2

0

0

2

,

S

.

3

7

7

,

1

6

.

7

.

2

<

S

t

u

d

i

e

r

e

n

d

e

u

n

d

S

t

u

d

i

e

n

a

n

f

恥

n

g

e

r

/

-

i
n
n
e
r
n
>
)
;
S
J
2
0
0
3
,
S
.
3
9
0
.

(
2
)
　
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
s
 
B
u
n
d
e
s
a
m
t
,
S
t
a
t
i
s
t
i
s
c
h
e
s
 
J
a
h
r
b
u
c
h

2
0
0
2
,
S
.
3
9
6
.
<
1
6
.
1
0
.
2
>
P
e
r
s
o
n
a
l
 
a
n
 
H
o
c
h
s
c
h
u
l
e
n
2
0
0
1
;
S
J

2
0
0
3
,
S
.
3
9
0
;
S
J
2
0
0
3
,
S
.
3
9
6
.

若
干
古
い
一
九
九
七
年
の
統
計
に
つ
い
て
は
へ
　
大
学
の
法
学
部
に

限
定
し
て
み
れ
ば
へ
学
術
に
関
す
る
総
人
員
は
、
三
〇
五
1
人
で
、

教
授
が
九
六
一
人
　
(
う
ち
女
性
は
五
三
人
)
、
講
師
と
助
手
は
四
五

七
人
(
う
ち
女
性
が
l
〇
一
人
)
へ
他
の
研
究
協
力
者
(
w
i
s
s
e
n
-

s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
M
i
t
a
r
b
e
i
t
e
r
)
-
研
究
補
助
者
は
1
五
七
二
人
　
(
う

ち
女
性
は
五
七
六
人
)
へ
　
他
の
研
究
補
助
員
　
(
L
e
h
r
k
r
a
f
t
e
)
　
は
六

1
人
(
う
ち
女
性
は
八
人
)
　
で
あ
っ
た
【
大
学
】
　
l
八
五
頁
参
照
。

(
」
)
　
A
g
e
n
d
a
2
0
1
0
に
つ
い
て
は
へ
h
t
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
.
b
u
n
d
e
s
r
e
g
i
e
-

r

u

n

g

.

d

e

＼

T

h

e

m

e

n

-

A

-

Z

/

-

,

9

7

5

7

/

A

g

e

n

d

a

ふ

0

1

0

.

h

t

m

(
2
)
　
V
e
r
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
 
d
e
s
　
5
8
.
D
e
u
t
s
c
h
e
n
 
J
u
r
i
s
t
e
n
t
a
g
e
s

(
D
J
T
)
,
1
9
9
0
,
B
d
.
1
,
E
(
H
a
s
s
e
m
e
r
u
n
d
 
K
i
i
b
l
e
r
)
,
F
(
H
e
n
・

s
e
n
 
u
n
d
 
K
r
a
m
e
r
)
,
B
d
.
2
,
0
(
S
i
t
z
u
n
g
s
b
e
r
i
c
h
t
)
.
と
-
に
'

5
8
.
D
J
T
,
E
,
S
.
4
9
f
f
∴
v
g
1
.
Z
w
e
i
g
e
r
t
＼
K
o
t
z
,
E
i
n
f
i
i
h
r
u
n
g
 
i
n

d
i
e
 
R
e
c
h
t
s
v
e
r
g
l
e
i
c
h
u
n
g
 
a
u
f
 
d
e
m
 
G
e
b
i
e
t
e
 
d
e
s
 
P
r
i
v
a
-

t
r
e
c
h
t
s
,
B
d
.
1
,
1
9
8
4
,
ァ
1
7
(
S
.
2
3
8
f
f
.
)
.
簡
単
に
は
'
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
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(27)法曹養成制度の長期化と多様化

ル
ト
-
ケ
ッ
ツ
・
比
較
法
概
論
　
〔
大
木
雅
夫
訳
・
一
九
七
四
年
〕
　
三

九
四
頁
以
下
を
も
参
照
。

(
2
)
　
連
邦
弁
護
士
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
【
現
代
化
】
三
七
九
頁

参
照
。
大
陸
諸
国
で
は
'
弁
護
士
や
医
師
の
養
成
機
能
は
、
近
代
国

家
や
大
学
に
よ
っ
て
吸
収
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
へ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
職
能

団
体
が
養
成
の
負
担
を
お
う
べ
き
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。

(
8
)
　
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
三
日
朝
日
新
聞
。

(
」
)
　
二
〇
〇
二
年
四
月
二
一
日
朝
日
新
聞
。

二
〇
〇
四
年
六
月
〓
ハ
日
の
報
道
に
よ
る
と
'
司
法
制
度
改
革

推
進
本
部
は
一
五
日
へ
　
司
法
修
習
生
に
年
間
三
百
数
十
万
円
を
給
与

と
し
て
支
払
う
給
費
制
を
〇
六
年
度
か
ら
廃
止
し
、
貸
与
制
を
導
入

す
る
方
針
を
決
め
た
。
次
期
国
会
に
裁
判
所
法
改
正
案
が
提
出
さ
れ

る
　
(
詳
細
は
未
定
)
。

旧
来
の
も
の
に
代
え
て
、
新
た
に
貸
与
制
が
導
入
さ
れ
'
現
行
の

給
付
額
を
目
安
に
無
利
息
で
の
貸
付
が
行
わ
れ
る
O
　
返
済
は
l
〇
年

程
度
で
あ
る
が
、
裁
判
官
や
検
察
官
な
ど
公
益
性
の
高
い
職
種
に
つ

い
た
場
合
は
返
済
免
除
が
あ
る
　
(
未
定
)
。
か
り
に
そ
う
な
る
と
'

実
質
的
に
'
弁
護
士
の
修
習
だ
け
が
公
益
が
な
い
も
の
と
し
て
貸
与

と
な
り
、
法
曹
三
者
の
養
成
の
均
1
性
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
　
(
弁

護
士
養
成
を
別
に
す
る
の
は
戦
前
の
発
想
に
近
-
、
弁
護
士
の
み
に

公
共
性
が
な
い
と
す
る
の
も
前
時
代
的
で
あ
る
)
。
日
本
弁
護
士
連

合
会
は
、
廃
止
に
反
対
し
て
い
る
。
有
給
化
さ
れ
る
医
師
の
場
合
と
も

一
八
〇
度
の
違
い
に
、
司
法
に
対
す
る
わ
が
-
に
の
姿
勢
が
問
わ
れ

2
1
1
3
k

v
c
m
J
　
文
部
省
所
管
以
外
の
大
学
校
に
は
給
与
を
支
払
う
例
が
あ
る
。

防
衛
大
学
校
で
は
、
学
生
は
防
衛
庁
職
員
と
し
て
の
身
分
を
有
し
、

学
生
手
当
が
支
給
さ
れ
る
。
税
務
大
学
校
、
郵
政
大
学
校
な
ど
で
も
、

学
生
は
'
所
轄
の
職
貞
で
あ
る
。
な
お
へ
　
明
治
初
期
に
は
'
工
部
省

の
工
部
大
学
校
や
司
法
省
法
学
校
な
ど
も
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
し

だ
い
に
文
部
省
に
移
管
さ
れ
、
後
者
は
'
一
八
八
六
年
に
設
立
の
帝

国
大
学
に
統
合
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
で
も
'
司
法
修
習
生
の
地
位
は
、
今
日
で
は
、
ほ
ぼ
　
「
公

的
養
成
関
係
」
　
(
o
f
f
e
n
t
l
i
c
h
-
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
n
 
A
u
s
b
i
l
d
u
n
g
s
-

v
e
r
h
巴
t
n
i
s
)
と
さ
れ
へ
か
つ
て
の
よ
う
な
任
期
つ
き
公
務
員
(
B
e
a
-

m
t
e
n
a
u
f
W
i
d
e
r
r
u
f
)
　
で
は
な
-
な
っ
て
い
る
　
(
ザ
ク
セ
ン
州
と

テ
ユ
ー
リ
ン
ゲ
ン
州
の
み
公
務
員
)
。
報
酬
の
無
償
化
も
議
論
さ
れ

て
い
る
が
'
一
応
継
続
し
て
い
る
。
問
題
は
、
修
習
期
間
後
の
失
業

で
あ
り
'
今
日
で
は
'
少
な
-
と
も
数
カ
月
は
不
可
避
と
い
わ
れ
て

い
る
　
V
g
1
.
J
u
S
-
M
a
g
a
z
i
n
,
M
a
r
z
/
A
p
r
i
1
2
0
0
4
(
V
o
m
 
S
t
u
-

d
e
n
t
 
z
u
m
 
R
e
f
e
r
e
n
d
a
r
‥
W
a
s
抑
n
d
e
r
t
 
s
i
c
h
?
)
,
S
.
1
0
.
な
お
へ

【
大
学
】
二
〇
1
頁
へ
　
二
1
　
1
頁
以
下
を
も
参
照
。

K
c
-
i
J
　
た
と
え
ば
、
慶
応
病
院
は
、
l
〇
〇
人
の
定
員
に
対
し
六
六
人

し
か
集
ま
ら
な
か
っ
た
。
従
来
へ
　
7
年
目
の
研
修
医
は
、
約
7
五
〇

人
で
あ
り
'
二
年
目
に
関
連
病
院
に
派
遣
さ
れ
た
残
り
の
五
〇
人
と
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あ
わ
せ
、
約
二
〇
〇
人
が
、
月
額
二
万
五
〇
〇
〇
円
と
当
直
料
の
月

約
一
〇
万
円
で
働
い
て
い
た
と
い
う
　
(
二
〇
〇
四
年
三
月
二
九
日
朝

EE]新聞)0

大
学
病
院
へ
の
希
望
者
の
減
少
は
、
人
材
養
成
の
べ
つ
の
面
か
ら

も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
近
時
へ
　
若
い
医
師
に
は
、
高
度
な
熟
練

を
要
す
る
分
野
を
志
す
者
が
減
少
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
3
K

(
き
つ
い
'
汚
い
、
危
険
)
　
分
野
を
避
け
る
傾
向
が
あ
り
へ
　
外
科
へ

そ
の
中
で
も
'
脳
、
神
経
へ
　
心
臓
、
肝
臓
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
病

態
に
対
す
る
判
断
力
、
全
身
管
理
の
技
術
、
顕
微
鏡
手
術
が
安
全
に

で
き
る
ま
で
卒
業
後
一
〇
年
へ
　
脊
髄
手
術
や
て
ん
か
ん
外
科
の
よ
う

に
機
能
改
善
を
目
的
と
す
る
領
域
で
は
'
さ
ら
に
高
度
な
専
門
性
を

要
し
、
卒
業
後
一
五
年
の
経
験
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
訓
練
期

間
中
は
'
重
症
患
者
の
管
理
に
専
念
す
る
た
め
拘
束
時
問
が
長
-
、

医
療
行
為
自
体
も
リ
ス
ク
が
高
-
、
死
亡
、
合
併
症
な
ど
の
結
果
が

生
じ
る
こ
と
も
多
い
。
新
世
代
医
師
は
'
こ
の
よ
う
な
分
野
を
避
け
、

生
活
が
規
則
正
し
く
へ
責
任
や
-
ス
ク
に
さ
ら
さ
れ
ず
、
待
遇
の
よ

い
将
来
を
選
ぶ
傾
向
が
あ
る
。
医
師
の
熟
練
度
に
依
存
す
る
高
度
医

療
が
、
人
材
面
か
ら
衰
え
る
可
能
性
が
あ
り
、
医
療
の
安
全
に
対
す

る
問
題
は
へ
　
た
ん
に
患
者
の
取
り
違
え
や
薬
害
だ
け
で
は
な
く
、
そ

の
養
成
プ
ロ
セ
ス
か
ら
も
生
じ
る
。
金
彪
「
医
師
の
3
K
職
」
朝
日

新
聞
二
〇
〇
四
年
七
月
八
日
。

法
律
家
で
も
類
似
の
指
摘
が
で
き
、
特
許
や
企
業
へ
　
渉
外
法
務
志

望
者
に
は
'
と
き
に
報
酬
が
唯
一
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
き

く
こ
と
が
あ
る
。
法
科
大
学
院
の
導
入
に
よ
る
長
期
養
成
や
'
そ
こ

に
お
け
る
高
額
授
業
料
や
司
法
研
修
期
間
中
の
給
料
の
廃
止
は
'
ま

す
ま
す
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
助
長
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
人
権
や
労

働
、
サ
ラ
金
な
ど
の
消
費
者
問
題
に
取
り
組
む
者
が
減
少
す
る
可
能

性
が
あ
る
。
弁
護
士
人
口
の
増
加
や
競
争
だ
け
が
へ
　
こ
の
問
題
を
解

決
す
る
わ
け
で
は
な
い
O
弁
護
士
を
簡
単
に
企
業
向
け
、
人
権
向
け

と
大
別
す
る
と
、
短
期
的
に
は
、
自
由
競
争
で
解
決
さ
れ
る
と
し
て

も
、
長
期
的
に
は
'
優
秀
な
人
権
向
け
希
望
者
の
退
出
　
(
他
の
職
域

へ
の
志
望
人
材
の
流
出
)
　
を
招
-
可
能
性
が
あ
る
。
投
資
に
み
あ
う

最
低
限
の
報
酬
は
つ
ね
に
必
要
で
あ
り
'
そ
れ
も
な
け
れ
ば
、
法
曹

全
体
の
質
の
低
下
を
招
き
へ
　
そ
れ
は
相
対
的
に
企
業
向
け
の
者
の
質

の
低
下
を
も
招
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
総
体
と
し
て
'
質
の
高
い
人
材

を
法
曹
志
望
に
呼
び
戻
す
こ
と
が
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
設
計
の
目
的
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
個
人
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
だ
け
に
頼
る
方
法

に
は
限
界
が
あ
る
。
ま
た
へ
法
曹
養
成
は
、
国
民
的
な
作
業
で
あ
り
、

一
部
の
分
野
に
だ
け
に
偏
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

/
"
I
O
N
　
二
〇
〇
四
年
二
月
一
七
日
朝
日
新
聞
。

ド
イ
ツ
で
は
'
「
古
い
ワ
イ
ン
は
新
し
い
革
袋
に
」
(
A
l
t
e
r

W
e
i
n
i
n
n
e
u
e
n
S
c
h
l
恥
u
c
h
e
n
)
　
入
れ
な
い
と
し
て
'
新
制
度
は
'

新
た
な
入
学
者
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
た
。
【
現
代
化
】
三
八

〇
頁
。
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(29)法曹養成制度の長期化と多様化

こ
れ
ら
に
つ
き
、
一
諭
1
　
1
一
巻
l
号
、
【
大
学
】
　
二
l
三
頁

参
照
。
養
成
期
間
の
高
価
性
に
つ
い
て
は
へ
　
【
現
代
化
】
四
〇
九
頁
、

四
一
二
頁
注
7
参
照
。
短
縮
が
課
題
で
あ
る
。

ア
ス
テ
ィ
ル
・
斉
藤
隆
広
「
法
科
大
学
院
の
再
生
～
夜
間
部

ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
に
学
ぶ
」
国
際
商
事
三
二
巻
一
号
以
下
。
と
-
に
、

二
号
二
〇
一
貢
。
な
お
へ
　
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ク
・
メ
ソ
ッ
ド
や
ケ
ー
ス
・

メ
ソ
ッ
ド
は
、
学
生
に
相
当
の
負
担
を
強
い
る
こ
と
か
ら
、
か
つ
て

は
ど
も
て
は
や
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
'
ア
メ
リ
カ
で
も
、
学
生
の

間
で
は
人
気
が
な
-
な
り
つ
つ
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
同
二
号
二

〇
二
頁
、
二
〇
三
貞
注
5
2
。

ア
ス
テ
ィ
ル
・
賓
藤
隆
広
・
前
掲
論
文
　
(
国
際
商
事
三
二
巻
)

言
ち
五
四
百
へ
　
二
号
二
〇
l
貢
参
照
O
　
も
っ
と
も
へ
　
予
備
試
験
の
存

続
は
'
ほ
ぼ
既
定
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
m
)
　
H
r
o
m
a
d
k
a
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
2
5
7
.
そ
こ
で
へ
　
前
注
5
の
挫
折
に
か

か
わ
ら
ず
、
パ
ッ
サ
ウ
大
学
で
は
'
新
た
な
経
済
専
修
コ
ー
ス
の
設

置
が
行
わ
れ
る
予
定
と
い
わ
れ
る
O

(
5
5
)
　
H
r
o
m
a
d
k
a
,
a
.
a
.
O
.
,
S
.
2
6
3
f
f
.

ド
イ
ツ
の
二
〇
〇
l
年
の
法
学
部
の
最
終
試
験
合
格
者
　
(
第
一
次

国
家
試
験
や
修
士
試
験
を
含
む
)
　
は
'
1
万
三
〇
五
七
人
で
'
そ
の

う
ち
へ
　
第
一
次
国
家
試
験
の
合
格
者
は
一
万
一
一
二
三
九
人
へ
　
そ
れ
以

外
の
学
位
取
得
者
は
'
一
七
〇
二
人
で
あ
っ
た
。
後
者
の
大
部
分
は
'

九
〇
年
代
末
に
設
立
さ
れ
第
l
次
国
家
試
験
を
目
的
と
し
て
い
な
い

経
済
専
修
大
学
ま
た
は
コ
ー
ス
の
卒
業
生
で
あ
る
。

二
〇
〇
三
年
八
月
の
最
初
の
法
科
大
学
院
の
適
性
試
験
の
出
願

者
は
'
三
万
1
0
0
0
人
　
(
同
年
二
月
の
適
正
試
験
の
追
試
の
受

験
者
は
七
一
八
一
人
)
　
で
あ
っ
た
が
'
二
〇
〇
四
年
六
月
の
受
験
者

総
数
は
二
万
一
二
九
八
人
で
あ
り
'
か
な
り
減
少
し
た
。
し
か
し
、

二
〇
〇
六
年
に
旧
司
法
試
験
の
廃
止
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
へ

そ
の
動
き
は
必
ず
し
も
確
定
的
と
は
い
え
な
い
。

な
お
、
わ
が
く
に
の
C
O
E
に
頬
似
す
る
も
の
と
し
て
'
ド
イ
ツ

連
邦
研
究
教
育
省
は
h
 
B
r
a
i
n
 
u
p
計
画
を
発
足
さ
せ
た
。
大
学
間

の
競
争
を
促
進
し
、
世
界
レ
ベ
ル
の
研
究
の
水
準
を
目
ざ
し
て
い
る
。

こ
れ
を
獲
得
す
る
と
'
〇
五
年
か
ら
五
年
間
、
ベ
ス
ト
一
〇
大
学
が

選
出
さ
れ
'
毎
年
五
〇
〇
〇
万
ユ
ー
ロ
の
資
金
が
提
供
さ
れ
る
。
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大
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学
研
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授
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